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第 １ 章  基 本 計 画 の 趣 旨  

 

１  柏 市 の 概 況  

 

柏 市 （ 以 下 「 本 市 」 と い う 。 ） は ， 千 葉 県 の 北 西 部 に 位 置 し ，

東 西 の 距 離 は 約 １ ８ キ ロ メ ー ト ル ， 南 北 の 距 離 は 約 １ ５ キ ロ メ ー

ト ル ， 面 積 は 約 １ １ ４ ． ７ 平 方 キ ロ メ ー ト ル で す 。 隣 接 す る 市 は ，

東 に 我 孫 子 市 ・ 印 西 市 ， 利 根 川 を 挟 ん で 茨 城 県 取 手 市 ・ 守 谷 市 ，

南 に 鎌 ケ 谷 市 ・ 白 井 市 ， 西 に 松 戸 市 ・ 流 山 市 ， 北 に 野 田 市 と な っ

て い ま す 。  

鉄 道 は ， 都 心 か ら 放 射 状 に Ｊ Ｒ 東 日 本 ・ 常 磐 線 ， 常 磐 緩 行 線 及

び 首 都 圏 新 都 市 鉄 道 ・ つ く ば エ ク ス プ レ ス ， 南 北 に は 東 武 鉄 道 ・

野 田 線 (東 武 ア ー バ ン パ ー ク ラ イ ン )が 通 り ， 市 内 の 駅 数 は １ ０ 駅

と な っ て い ま す 。  

道 路 は ， 東 京 ・ 茨 城 方 面 へ の 国 道 ６ 号 線 や 常 磐 自 動 車 道 ， 埼

玉 ・ 千 葉 方 面 へ の 国 道 １ ６ 号 線 が 通 っ て お り ， 首 都 圏 の 放 射 ・ 環

状 両 方 向 の 幹 線 道 路 の 交 差 部 に 位 置 す る 交 通 の 要 衝 と な っ て い ま

す 。  
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図 1-1-1 本 市 の 概 況  
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２  人 口  

 

本 市 は ， 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 末 日 現 在 で 人 口 ４ １ ０ ， ０ ３ ３ 人 ， １

７ ９ ， ７ ６ ４ 世 帯 と な っ て い ま す 。  

人 口 は ， つ く ば エ ク ス プ レ ス 開 業 を 契 機 と し た 沿 線 地 域 の ま ち

づ く り の 進 展 に よ り ， 平 成 ２ ２ 年 ８ 月 に ４ ０ 万 人 を 突 破 し ， そ の

後 も 緩 や か に 増 加 し て い ま す 。  

今 後 ， つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 地 域 の 整 備 の 進 展 に 伴 い ， 当 面

は 人 口 増 加 が 続 く こ と が 予 想 さ れ ま す が ， 全 国 的 な 少 子 高 齢 化 の

流 れ の 中 で ， 人 口 の 伸 び は 次 第 に 鈍 化 し ， 平 成 ３ ７ 年 を ピ ー ク に ，

本 市 の 総 人 口 は 減 少 に 転 じ る と 予 想 さ れ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-2  本 市 の 人 口 ・ 世 帯 数 の 推 移  
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H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

（世帯）（人）

（年度）

旧柏地域人口 旧沼南地域人口 旧柏地域世帯 旧沼南地域世帯

実績値 推測値

年度 H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
旧柏地域人口(人） 330,329 334,066 328,492 340,411 343,422 345,512 344,648 350,200 352,296 354,511
　　〃　世帯数（世帯） 132,433 135,392 129,012 141,152 143,440 145,445 146,400 150,168 152,723 155,224
旧沼南地域人口(人） 45,689 47,933 48,894 49,816 50,766 51,555 51,603 52,137 52,065 52,324
　　〃　世帯数（世帯） 15,280 17,860 18,454 18,957 19,506 19,988 20,267 20,631 20,865 21,309

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
旧柏地域人口(人） 357,576 357,859 359,521 361,109 362,595 363,988 365,323 366,559 367,672 368,660
　　〃　世帯数（世帯） 158,061 - - - - - - - - -
旧沼南地域人口(人） 52,457 52,300 52,298 52,279 52,244 52,184 52,095 51,981 51,825 51,638
　　〃　世帯数（世帯） 21,703 - - - - - - - - -
注１　平成27年度までは実績値，平成28年度以降は推測値。
注２　実績値は，各年度末の住民基本台帳人口及び世帯数。
注３　推測値は，企画調整課による公表「人口推計」の最新版（平成27～37年の各年予測）を用いた。
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３  現 行 計 画 策 定 の 経 緯  

 

一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 は ，「 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る

法 律 」（ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 。 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い

う 。） に 基 づ き ， 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 基 本 的 事 項 に つ い て

定 め る も の で す 。  

本 市 は ，「 廃 棄 物 の 減 量 そ の 他 そ の 適 正 な 処 理 に 関 す る 施 策 の

総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 」（ 平 成 ２ ２

年 １ ２ 月 環 境 省 告 示 第 １ ３ ０ 号 。 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 基 本 方 針 」

と い う 。） や 「 第 ８ 次 千 葉 県 廃 棄 物 処 理 計 画 」（ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 策

定 ） 等 ， 各 種 上 位 計 画 等 と の 整 合 を 図 り な が ら ， 平 成 ２ ４ 年 ３ 月

に 「 柏 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 ＜ ス リ ム か し わ  ～ 豊 か な 環 境

の 承 継 の た め に ～ ＞ 」（ 以 下 「 現 行 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し ， 一

般 廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 ， 適 正 な 処 理 等 に 取 り 組 ん で き ま し た 。  
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４  現 行 計 画 中 間 見 直 し の 趣 旨  

 

現 行 計 画 で は 廃 棄 物 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 を 考 慮 し て お お む ね

５ 年 ご と に 見 直 す こ と と し て い た と こ ろ ， 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 で 現 行

計 画 を 策 定 し て か ら ５ 年 が 経 過 し ま す 。  

ま た ， 現 行 計 画 の 策 定 後 ， 関 連 す る 上 位 計 画 で あ る 「 第 四 次 環

境 基 本 計 画 」 （ 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 策 定 ） ， 「 第 三 次 循 環 型 社 会 形 成

推 進 基 本 計 画 」 （ 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 策 定 。 以 下 「 循 環 基 本 計 画 」 と

い う 。 ） ， 「 廃 棄 物 処 理 法 基 本 方 針 」 （ 平 成 ２ ８ 年 １ 月 環 境 省 告

示 第 ７ 号 ） ， 「 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 計 画 」 （ 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 策

定 ） ， 「 第 ９ 次 千 葉 県 廃 棄 物 処 理 計 画 」 （ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 策 定 。

以 下 「 県 処 理 計 画 」 と い う 。 ） 並 び に 「 柏 市 第 五 次 総 合 計 画 」

（ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 策 定 ） ， 「 柏 市 環 境 基 本 計 画 （ 第 三 期 ） 」 （ 平

成 ２ ８ 年 ３ 月 策 定 ） 及 び 「 第 二 期 柏 市 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 」 （ 平

成 ２ ６ 年 ３ 月 策 定 ） が 改 定 さ れ ま し た 。  

こ の よ う な 中 ， 沼 南 町 と の 合 併 前 の 柏 市 域 （ 以 下 「 旧 柏 地

域 」 ） に お い て は ， 人 口 が 増 加 し て い る 一 方 で ， ご み の 排 出 量 は

減 少 傾 向 で 推 移 し ， 市 民 １ 人 １ 日 当 た り の 排 出 量 （ 排 出 原 単 位 ）

も 減 少 し て お り ， ご み の 減 量 化 や 資 源 化 に 関 す る 市 民 の 意 識 は ，

確 実 に 向 上 し て き て お り ま す 。 し か し な が ら ， 本 市 は ， 市 内 に お

い て 焼 却 灰 を 埋 立 処 分 す る た め の 最 終 処 分 場 を 保 有 し て い な い こ

と も あ り ， こ れ ま で 以 上 に ３ Ｒ ， 特 に 発 生 抑 制 と 再 使 用 を 優 先 し

た ご み と な る も の を 減 ら す 取 り 組 み を 展 開 し ， 循 環 型 社 会 へ の 転

換 を 推 進 し て い く 必 要 が あ り ま す 。 ま た ， 近 年 の 社 会 情 勢 の 変 化

等 に よ り ， 市 を 取 り 巻 く 財 政 状 況 は 益 々 厳 し く な り ， 清 掃 行 政 に

つ い て も ， 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る こ と が 求 め ら れ て い

ま す 。  

  こ の よ う な 状 況 を ふ ま え ， 現 状 と こ れ ま で の 施 策 を 検 証 し ， 平

成 ２ ９ 年 度 以 降 の 排 出 原 単 位 の 目 標 等 を 定 め る た め ， 現 行 計 画 の

中 間 見 直 し を 行 い ま す 。  
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第 ２ 章  基 本 計 画 の 基 本 事 項  

 

１  位 置 付 け  

 

市 町 村 に お い て は ， 廃 棄 物 処 理 法 の 規 定 に よ り ， そ の 区 域 内 の

一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 計 画 を 定 め な け れ ば な ら な い と さ れ て

い ま す 。  

今 回 の 柏 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 の 中 間 見 直 し は ， 長 期 的 ・

総 合 的 な 視 点 で 廃 棄 物 処 理 を 進 め る た め に ， 「 柏 市 第 五 次 総 合 計

画 」 に 即 し て 実 施 す る も の で あ り ， ご み の 発 生 抑 制 ， 減 量 ・ 資 源

化 ， 収 集 運 搬 ， 中 間 処 理 及 び 最 終 処 分 等 を 定 め た 「 ご み 処 理 基 本

計 画 」 と ， し 尿 ， 汚 泥 及 び 生 活 雑 排 水 の 処 理 ・ 処 分 を 定 め た 「 生

活 排 水 処 理 基 本 計 画 」 と で 構 成 さ れ た ， 旧 柏 地 域 の 一 般 廃 棄 物 処

理 に 関 す る 最 上 位 計 画 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ことばの解説】一般廃棄物 
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物は「ごみ」と「し尿」に分類されます。 
また，「ごみ」は，商店・オフィス・レストラン等の事業活動によって生じた「事業系

ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭系ごみ」に分類されます。 
 

【ことばの解説】循環型社会 
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念。循環型

社会形成推進基本法では，第一に製品等が廃棄物等となることを抑制し，第二に排出さ
れた廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に利用し，最後にどうしても利用で
きないものは適正に処分することが徹底されることにより実現される，「天然資源の消費
が抑制され，環境への負荷ができる限り低減された社会」とされています。 

 
【ことばの解説】３Ｒ（スリーアール・さんあーる） 
 循環型社会形成推進基本法で示されたごみ処理の優先順のうち，上位の３つ。 

発生抑制（Reduce：リデュース），再使用（Reuse：リユース），再生利用（Recycle：
リサイクル）のこと。 

 
【ことばの解説】排出原単位 

市民 1 人が 1 日に排出するごみ量のこと。ごみ排出量を人口と年間日数で除すること
により算出します。 
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図 1-2-1 基 本 計 画 の 位 置 付 け  

 

 

 

 

柏市一般廃棄物処理基本計画 

●ごみ処理基本計画 

●生活排水処理基本計画 

環 境 基 本 法  

柏市第五次総合計画 

柏市環境基本計画（第三期） 

柏市一般廃棄物処理実施計画 

・ごみ処理実施計画 

・生活排水処理実施計画 

柏 市 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画  

第 四 次 環 境 基 本 計 画  

循環型社会形成推進基本法 

循環基本計画 

＜ 廃棄物の適正処理＞  

廃 棄 物 処 理 法  

廃 棄 物 処 理 法 基 本 方 針  

県 処 理 計 画  

第二期柏市地球温暖化対策計画 
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２  計 画 期 間  

 

本 計 画 の 計 画 期 間 は ， 現 行 計 画 の １ ０ 年 間 の 計 画 期 間 の う ち の

平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ３ 年 度 ま で の 後 期 ５ 年 間 と し ま す 。 た だ

し ， 廃 棄 物 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 を 考 慮 し ， 計 画 策 定 の 諸 条 件 に

大 き な 変 動 が あ っ た 場 合 に お い て 見 直 し を 行 う も の と し ま す 。  

 

 

３  計 画 の 対 象 区 域  

 

ご み 処 理 に つ い て の 計 画 の 対 象 区 域 は ， 合 併 前 の 旧 沼 南 町 の 区

域 を 除 く 旧 柏 地 域 と し ， し 尿 処 理 に つ い て の 計 画 の 対 象 区 域 は ，

合 併 前 の 旧 沼 南 町 の 区 域 を 含 ん だ ， 現 在 の 本 市 の 全 域 と し ま す 。  

 

注 １  旧 沼 南 町 の 区 域 の ご み （ し 尿 を 除 く 。） の 処 理 計 画 の 策 定 に 関 す る 事

務 に つ い て は ， 特 別 地 方 公 共 団 体 で あ る 一 部 事 務 組 合 を 設 立 し ， 鎌 ケ

谷 市 と と も に 共 同 処 理 す る 事 務 と し て ， 柏 ・ 白 井 ・ 鎌 ケ 谷 環 境 衛 生 組

合 規 約 第 ３ 条 第 ２ 号 及 び 別 表 第 ２ に 規 定 さ れ て い ま す 。  

法 律 上 ， 一 部 事 務 組 合 に よ っ て 共 同 処 理 す る 事 務 は ， そ の 構 成 市 の 権

能 か ら 除 外 さ れ る の で ， ご み （ し 尿 を 除 く 。） に つ い て は ， 合 併 前 の

旧 沼 南 町 の 区 域 を 除 い た ， 対 象 区 域 の 処 理 計 画 と す る も の で す 。  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 ごみ処理基本計画 
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第 １ 章  計 画 を 取 り 巻 く 状 況  

 

１  ご み の 排 出 状 況  

 

平 成 ２ ７ 年 度 の ご み 排 出 量 は ， 家 庭 系 ご み （ 資 源 品 を 含 む 。 ）

が 約 ８ ． ０ 万 ｔ ， 事 業 系 ご み が 約 ３ ． ３ 万 ｔ と な っ て お り ， 人 口

及 び 世 帯 数 が 増 加 す る 中 ， 様 々 な 減 量 施 策 に よ り 家 庭 系 ご み は 減

少 傾 向 に あ り ま す が ， 景 気 の 回 復 に 伴 い 事 業 系 ご み は 増 加 す る 傾

向 に あ り ま す 。  

今 後 も ， 当 面 ， つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 地 域 の 整 備 に よ る も の

を 中 心 と し た 人 口 の 増 加 が 見 込 ま れ る も の の ， ご み 量 は ， 緩 や か

な 減 少 傾 向 で 推 移 す る こ と が 見 込 ま れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1  ご み 排 出 量 の 推 移  

H19 20 21 22 23 24 25 26
旧柏地域人口（人） 336,929 340,411 343,422 345,512 344,648 350,200 352,296 354,511
総排出量（t／年） 124,279 120,992 117,693 115,577 118,730 117,135 118,190 115,479

家庭系ごみ 57,435 57,858 57,594 57,655 60,251 58,583 59,448 57,151
事業系ごみ 33,460 31,974 30,679 29,161 29,175 30,404 31,394 31,971
資源品 33,384 31,160 29,420 28,761 29,304 28,148 27,348 26,357

27 28 29 30 31 32 33
旧柏地域人口（人） 357,576 357,859 359,521 361,109 362,595 363,988 365,323
総排出量（t／年） 113,554 112,935 113,157 113,365 112,932 112,520 112,134

家庭系ごみ 54,316 54,100 54,241 54,369 53,864 53,384 52,933
事業系ごみ 33,288 33,475 34,076 34,644 35,179 35,683 36,162
資源品 25,950 25,360 24,840 24,352 23,889 23,453 23,039

注１　平成27年度までは実績値，平成28年度以降は推測値。
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２  排 出 原 単 位 の 状 況  

 

旧 柏 地 域 に お け る 市 民 １ 人 １ 日 当 た り の ご み の 排 出 量 （ 排 出 原

単 位 ） は ， 平 成 ２ ７ 年 度 で ８ ６ ８ g と な っ て お り ， 全 国 平 均 ・ 千

葉 県 平 均 と 比 較 し て ， い ず れ も 下 回 っ て い ま す 。  

な お ， こ の 値 は ， 既 に 現 行 計 画 に お け る 平 成 ２ ８ 年 度 目 標 値

（ ８ ７ ０ g） を 達 成 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １  排 出 原 単 位 の 算 出 に 際 し ， 国 ・ 県 統 計 で は 年 間 平 均 人 口 を 使 用 し ， 旧

柏 地 域 は 年 度 末 住 民 基 本 台 帳 人 口 を 使 用 し て い る 。  

 

図 2-1-2 排 出 原 単 位 の 状 況  

 

 

平成 28 年度目標 
対平成 22 年度比５％減 

870ｇ 

 



 

10 

旧 柏 地 域 に お け る 市 民 １ 人 １ 日 当 た り の ご み の 排 出 量 （ 排 出 原

単 位 ） の 内 訳 を み る と ， 家 庭 系 ご み は 減 少 傾 向 に あ り ま す が ， 事

業 系 ご み は 平 成 ２ ３ 年 度 以 降 増 加 傾 向 と な っ て い ま す 。 平 成 ２ ７

年 度 は ， 家 庭 系 ご み ６ １ ３ g， 事 業 系 ご み ２ ５ ５ g と な っ て い ま

す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-3 排 出 原 単 位 の 内 訳  
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３  焼 却 処 理 の 状 況  

 

旧 柏 地 域 に お け る ご み の 焼 却 処 理 は ， ご み 量 の 増 加 に 伴 い ， 柏

市 第 二 清 掃 工 場 を 建 設 し ， 平 成 １ ７ 年 度 か ら 南 北 二 清 掃 工 場 体 制

で 処 理 を 行 っ て い ま す 。  

平 成 ２ ７ 年 度 の ご み 焼 却 処 理 量 は ， 柏 市 清 掃 工 場 で ６ ０ ， ３ ３

６ t（ １ ６ ５ t／ 日 ） ， 柏 市 第 二 清 掃 工 場 で ３ １ ， ５ ９ ６ t（ ８ ６ t

／ 日 ） と な っ て お り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 各施設における年間焼却量を，暦日で割り返したもの。 
   

図 2-1-4  年 間 日 平 均 焼 却 処 理 量 の 推 移  
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４  資 源 品 の 収 集 量 と 総 資 源 化 率 の 状 況  

 

旧 柏 地 域 に お け る 資 源 品 に つ い て は ， 古 紙 を 中 心 に ， 収 集 量 ，

総 資 源 化 率 と も ， 平 成 １ ９ 年 度 以 降 ， 減 少 傾 向 に あ り ま す 。  

こ れ は ， 新 聞 ， 雑 誌 の 購 読 者 の 減 少 等 の ラ イ フ ス タ イ ル の 変 容

が 主 た る 要 因 と 考 え ら れ ま す 。 ま た ， 焼 却 灰 に つ い て ， 平 成 ２ ３

年 度 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 以

降 ， 基 準 値 を 超 え る 濃 度 の 放 射 性 物 質 が 確 認 さ れ た た め ， 資 源 化

を 中 止 し て い る こ と も 影 響 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-5 資 源 品 の 収 集 量 と 総 資 源 化 率 の 状 況  

 

平成 28 年度目標 
対平成 22 年度比５％増 33.5％ 

【ことばの解説】総資源化率 
総資源化率とは，直接資源化量，中間処理後再生利用量，集団回収量の合計をごみの総

排出量（集団回収量含む）で除した値です。 
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５  最 終 処 分 の 状 況  

 

旧 柏 地 域 に お け る 最 終 処 分 量 （ 最 終 処 分 場 に お い て 埋 立 処 分 す

る 焼 却 灰 の 量 ） に つ い て は ， 灰 溶 融 施 設 を 有 す る 柏 市 第 二 清 掃 工

場 が 本 稼 働 し た 平 成 １ ７ 年 度 に 大 幅 に 減 少 し て 以 降 ， 横 ば い 傾 向

と な っ て い ま し た 。 し か し ， 平 成 ２ ３ 年 度 以 降 は 放 射 性 物 質 を 含

む 焼 却 灰 に つ い て 資 源 化 を 中 止 し ， 緊 急 的 か つ 臨 時 的 な 措 置 を 講

じ て い る た め ， 最 終 処 分 量 が 増 加 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-6 最 終 処 分 量 の 推 移  
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６  ご み 処 理 に 係 る 経 費 の 状 況  

 

旧 柏 地 域 に お け る ご み 処 理 に 係 る 経 費 （ 減 価 償 却 費 を 除 く ご み

処 理 原 価 ） に つ い て は ， ３ ２ 億 円 か ら ４ ０ 億 円 の 間 で 推 移 し て い

ま す 。  

ご み 処 理 に 係 る 経 費 の 主 な 増 減 要 因 は ， 資 源 品 の 売 却 価 格 の 変

動 （ 資 源 品 売 却 額 が 上 が れ ば ， ご み 処 理 原 価 は 下 が る ） に あ り ，

ご み 処 理 に 要 す る 費 用 自 体 は ， あ ま り 変 化 が な い 状 況 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-7  減 価 償 却 費 を 除 く ご み 処 理 原 価 の 推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-8 資 源 品 売 却 額 の 推 移  
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７  こ れ ま で の 施 策 の 評 価  

 

現 行 計 画 で は ， 「 第 １ 部 第 ５ 章  こ れ か ら の 施 策 」 と し て ， ４

つ の 基 本 方 針 に 基 づ き ３ ６ の 具 体 的 な 取 り 組 み を 掲 げ て い ま し た 。  

こ こ で は ， 取 り 組 み 別 に 実 績 を ま と め ， そ の 進 捗 評 価 と 施 策 の

効 果 が 十 分 で な か っ た 理 由 又 は 施 策 を 実 施 で き な か っ た 理 由 に つ

い て 整 理 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

基 本 方 針 １ 

３Ｒのために１ＴＲＹ ～シンプルライフ・ワークでごみをスリムに～ 
(1)ご み 発 生 抑 制 に 向 け た 指 導 ・ 啓 発 活 動  

① 家 庭 系 ご み の 減 量  

〇 啓 発 事 業 の 推 進                  ≪ 評 価 △ ≫  

放 射 性 物 質 対 策 を 優 先 さ せ ， 発 行 を 見 送 っ た 年 度 が あ り ま し た

が ， ご み 減 量 広 報 紙 「 ク ル ク ル ク リ ー ン か し わ 」 を 年 1 回 程 度 発

行 し ， 広 報 や ツ イ ッ タ ー で 随 時 関 連 す る 事 業 や 制 度 の 改 正 等 を 含

め た 啓 発 を 行 い ま し た 。 ま た ， イ ベ ン ト 等 を 通 し て 各 種 啓 発 事 業

を 実 施 し て い ま す 。  

 

〇 環 境 学 習 の 推 進                  ≪ 評 価 △ ≫  

施 設 見 学 会 に つ い て は ,実 施 を 希 望 す る 団 体 が 固 定 化 す る 傾 向

に あ り ま す が ， 実 施 し た 団 体 か ら は 好 評 を 得 て い ま す 。 教 育 部 門

と 連 携 し た 環 境 学 習 の 推 進 に つ い て は ， 一 部 を 除 い て 市 内 高 等 学

校 等 と の 積 極 的 な 連 携 に は 至 り ま せ ん で し た が ， 小 学 生 に 対 し て

は 出 前 授 業 や 清 掃 施 設 見 学 を 通 し て 学 習 の 推 進 を 図 る こ と が で き

ま し た 。  

 

評 価 に つ い て  

「 ○ 」・ ・ ・ 実 施 し 効 果 が 得 ら れ た も の  

「 △ 」・ ・ ・ 実 施 が 一 部 に 留 ま っ た ， ま た は 効 果 が 十 分 で な か っ た も の  

「 ×」・ ・ ・ 実 施 で き な か っ た も の  
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〇 買 い 物 袋 持 参 運 動 の 推 進              ≪ 評 価 ○ ≫  

本 市 で は ， 広 報 等 で 買 い 物 袋 持 参 に つ い て の 啓 発 記 事 を 掲 載 ，

イ ベ ン ト 等 の 景 品 と し て エ コ バ ッ グ の 配 布 等 を 行 い ま し た 。 ま た ，

ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト で は ， レ ジ 袋 有 料 化 や エ コ ポ イ ン ト 加 算 等 の

取 り 組 み が 進 め ら れ て い ま す 。  

 

② 事 業 系 ご み の 減 量  

〇 推 奨 制 度 の 拡 大                  ≪ 評 価 △ ≫  

平 成 ２ ７ 年 度 よ り ， 新 た に ,事 業 系 ご み の 減 量 に 積 極 的 な 取 り

組 み を 行 っ て い る 企 業 を 推 奨 す る 制 度 を 導 入 し ま し た 。 し か し ，

市 内 事 業 者 及 び 市 民 へ の 制 度 の 浸 透 に は 改 善 の 余 地 が あ り ま す 。  

 

〇 事 業 系 ご み 排 出 マ ニ ュ ア ル の 作 成 ・ 運 用       ≪ 評 価 △ ≫  

事 業 者 の 排 出 者 責 任 の 責 務 遂 行 及 び 企 業 イ メ ー ジ の 向 上 を 図 り ，

一 層 の ３ Ｒ 促 進 を 進 め る た め ， 事 業 者 向 け ご み 減 量 広 報 紙 「 減 量

ガ イ ド ブ ッ ク 」 を 作 成 し ， 多 量 排 出 事 業 所 へ の 郵 送 や 商 工 会 議 所

を 通 じ た 配 布 を 行 い ま し た 。 し か し ， 景 気 の 回 復 に 伴 い 事 業 系 ご

み は 増 加 傾 向 と な っ て い ま す 。  

 

〇 多 量 排 出 事 業 所 へ の 指 導 強 化            ≪ 評 価 △ ≫  

事 業 系 一 般 廃 棄 物 減 量 計 画 書 の 提 出 依 頼 を 市 内 の 多 量 排 出 事 業

所 に 行 い ま し た が ， 平 成 ２ ５ 年 度 か ら ２ ７ 年 度 ま で ， 提 出 率 の 低

下 が 続 い て い ま す 。 こ の 原 因 と し て ， 計 画 書 の 提 出 様 式 が 事 業 所

に と っ て 分 か り に く い ， ３ Ｒ に 関 す る 意 識 が 低 い こ と 等 が 考 え ら

れ ま す 。 こ の よ う な 中 で も ， 事 業 所 の 指 導 に つ い て は ， 効 果 的 な

指 導 が で き る 事 業 所 を 選 定 し ， 事 業 所 へ の 立 入 り を １ ０ 件 程 度 実

施 し ま し た 。  

 

(2)リ ユ ー ス の 促 進  

〇 再 利 用 品 の 販 売 ・ 情 報 提 供              ≪ 評 価 〇 ≫  

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ リ ボ ン 館 （ 以 下 「 リ ボ ン 館 」 と い う 。）

に お い て ， 粗 大 ご み と し て 出 さ れ た 家 具 等 を 修 理 し ， 展 示 ・ 販 売

を 行 い ま し た 。 フ リ － マ ー ケ ッ ト の 開 催 の 他 ， リ ボ ン 館 不 用 品 交
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換 情 報 ボ ー ド を 作 成 し ， リ ユ ー ス を 推 進 し ま し た 。  

 

〇 環 境 物 品 へ の 転 換                   ≪ 評 価 〇 ≫  

広 報 等 で 環 境 負 荷 の 少 な い 製 品 に 関 す る 情 報 の 発 信 を 行 い ま し

た 。 ま た ， ３ Ｒ 啓 発 の イ ベ ン ト 等 を 通 し て ， 環 境 に や さ し い 物 品

の 利 用 推 進 を 行 い ま し た 。  

 

(3)資 源 化 の 検 証 と 促 進  

〇 指 定 ご み 袋 に よ る 分 別 徹 底 ・ 資 源 化 の 推 進       ≪ 評 価 〇 ≫  

指 定 袋 の 使 用 は 定 着 し て お り ， 一 定 の 分 別 水 準 が 維 持 さ れ て い

ま す 。 平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 よ り 市 内 公 共 施 設 １ ７ 箇 所 で 携 帯 電 話 等

の 小 型 家 電 の ボ ッ ク ス 回 収 を 開 始 し ， 有 用 金 属 の 効 率 的 な 資 源 化

に 繋 げ て い ま す 。  

 

〇 資 源 化 に 対 す る 適 正 対 価 の 確 保            ≪ 評 価 〇 ≫  

回 収 し た 資 源 品 は 各 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ く 処 理 を 行 っ て お り ，

ア ル ミ に 関 し て は 入 札 方 式 を 採 用 し た 売 却 を 実 施 し ， そ の 他 の 資

源 品 に つ い て は 市 場 価 格 の 動 向 を 注 視 し つ つ ， 適 正 額 で の 売 却 を

行 っ て い ま す 。  

 

〇 容 器 包 装 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 資 源 化           ≪ 評 価 〇 ≫  

容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 を 通 じ て 資 源 化 し て お り ， 再 生 資 源 の

利 用 に 繋 げ て い ま す 。  

 

〇 剪 定 枝 の 資 源 化                   ≪ 評 価 ×≫  

一 般 廃 棄 物 処 理 の 許 可 を 有 す る 民 間 施 設 に お け る 剪 定 枝 の 資 源

化 に つ い て は ， 放 射 性 物 質 に 関 す る 問 題 の 発 生 に 伴 い 資 源 化 が 困

難 と な り ， 検 討 を 進 め る こ と が で き ま せ ん で し た 。  

 

〇 紙 ご み の 資 源 化                         ≪ 評 価 △ ≫  

事 業 所 へ の 指 導 は ， 紙 ご み に つ い て 重 点 的 に 行 っ た も の の ， 排

出 事 業 者 と 収 集 運 搬 事 業 者 と の 連 携 に よ る 資 源 化 の 促 進 等 の 具 体

的 な 取 り 組 み ま で は 行 う こ と が 出 来 ま せ ん で し た 。 ま た ， 直 近 の
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家 庭 系 ご み の 組 成 調 査 の 結 果 ， 可 燃 ご み に 資 源 化 で き る 紙 類 が 約

６ ％ 混 入 し て い る こ と が 確 認 さ れ ま し た が ， こ の 要 因 と し て は 資

源 化 で き る 品 目 に つ い て 十 分 な 周 知 に 至 ら な か っ た こ と が 考 え ら

れ ま す 。  

 

〇 生 ご み の 資 源 化                         ≪ 評 価 △ ≫  

本 市 は ， 小 中 学 校 の 給 食 残 渣 と 野 菜 く ず を 堆 肥 化 処 理 し て お り ，

そ の 堆 肥 を 有 効 活 用 し て 「 ド リ ー ム フ ラ ワ ー プ ロ ジ ェ ク ト 」 を 事

業 者 及 び 大 学 の 協 力 の も と 取 り 組 ん で い ま す 。 ま た ， 平 成 ２ 年 度

か ら 生 ご み 処 理 容 器 等 購 入 費 補 助 制 度 を 開 始 し ， 平 成 ２ ７ 年 度 ま

で の 累 計 で １ ６ ， ０ ４ １ 基 ， １ ３ ， ２ ６ ９ 世 帯 へ の 補 助 を 実 施 し

て き ま し た 。 し か し な が ら ， 周 知 不 足 等 の 影 響 で ， 近 年 の 生 ご み

処 理 容 器 等 購 入 費 補 助 制 度 の 利 用 申 請 数 は 停 滞 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

〇 焼 却 灰 の 資 源 化                   ≪ 評 価 ×≫  

南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー で は ， 焼 却 灰 を さ ら に 灰 溶 融 し て ス ラ グ

化 し て い ま し た が ， 平 成 ２ ３ 年 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 福

島 第 一 原 子 力 発 電 所 の 事 故 以 降 ， ス ラ グ に 含 ま れ る 放 射 性 物 質 の

濃 度 が 基 準 を 超 え た た め 資 源 化 で き て い ま せ ん 。  

北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー で は ,平 成 ２ ２ 年 度 ま で 焼 却 灰 の 一 部 を

路 盤 材 や エ コ セ メ ン ト と し て 再 利 用 し て い ま し た が ， 南 部 ク リ ー

ン セ ン タ ー と 同 様 ， 焼 却 灰 中 に 基 準 値 を 超 え る 濃 度 の 放 射 性 物 質

が 確 認 さ れ ， 平 成 ２ ３ 年 度 よ り 資 源 化 を 中 止 し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

【ことばの解説】ドリームフラワープロジェクト 
企業・千葉大学・柏市が連携して，学校現場における「環境学習の機会」と「資源循環

型社会の実践」を支援する取り組みです。具体的には，給食残渣からできた堆肥を使っ
て，子どもたちが学校花壇に花を咲かせる過程を支援します。また，花の配置は子どもた
ちがデザインします。 



 

19 

基 本 方 針 ２ 

協 働 の推 進 ～環 境 美 化 のためにみんなで一 歩 前 へ～ 

(1)３ Ｒ の 推 進 に 係 る 協 働  

① 地 域 と の 連 携  

〇 地 域 組 織 と の 連 携 維 持                ≪ 評 価 〇 ≫  

希 望 す る 町 会 に 対 し て ご み 減 量 説 明 会 を 行 う と と も に ， 町 会 等

の 資 源 品 の 排 出 量 に 応 じ て ,主 に ご み 集 積 所 の 維 持 管 理 の た め の

報 償 金 を 支 給 し て い ま す 。  

 

〇 排 出 指 導 の 継 続                   ≪ 評 価 〇 ≫  

違 反 ご み 出 し が 多 い 集 積 所 に つ い て は ， 利 用 者 か ら の 要 望 に 応

じ て 分 別 の 指 導 を 行 い ま し た 。 ま た ， 管 理 シ ス テ ム に つ い て は ，

地 図 情 報 の 改 善 を 行 い ， ご み 集 積 所 管 理 業 務 の 効 率 化 を 図 り ま し

た 。 ご み 出 し カ レ ン ダ ー に つ い て は ， 町 会 や マ ン シ ョ ン 等 の 管 理

会 社 と 連 絡 を 取 り ， 適 切 に 手 元 に 渡 る よ う 努 め ま し た 。  

 

② 市 民 ・ 事 業 者 と の 協 働  

〇 特 定 世 代 向 け 分 別 リ ー フ レ ッ ト の 作 成 等         ≪ 評 価 △ ≫  

高 校 生 や 大 学 生 等 を 対 象 に し た 啓 発 メ ニ ュ ー に つ い て は 行 う こ

と が で き ま せ ん で し た が ， ご み 減 量 広 報 紙 「 ク ル ク ル ク リ ー ン か

し わ 」 を 若 年 層 も 興 味 を 持 ち や す い よ う に デ ザ イ ン を 一 新 す る と

と も に ， 内 容 も 子 育 て 世 代 等 を 意 識 し た も の と し ま し た 。   

 

〇 リ サ イ ク ル プ ラ ザ リ ボ ン 館 事 業            ≪ 評 価 〇 ≫  

リ ボ ン 館 で 行 わ れ る 不 用 品 交 換 等 の 諸 事 業 や リ ボ ン 館 で 毎 月 発

行 す る 広 報 紙 「 リ ボ ン 館 だ よ り 」 の 作 成 を 支 援 し ， 本 市 公 式 ホ ー

ム ペ ー ジ に も 情 報 を 掲 載 し ， 多 く の 市 民 が 閲 覧 で き る よ う に し ま

し た 。  

 

(2)適 正 処 理 ・ 安 定 処 理 の た め の 協 働  

① 地 域 と の 連 携  

〇 違 反 ご み 出 し ・ ぽ い 捨 て 防 止             ≪ 評 価 〇 ≫  

柏 市 美 化 サ ポ ー タ ー に よ る 生 活 圏 を 中 心 と し た 清 掃 及 び 活 動 に
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対 す る 支 援 を 実 施 し ま し た 。 ま た ， 路 上 喫 煙 等 防 止 指 導 員 に よ る

パ ト ロ ー ル ， 啓 発 物 品 等 の 見 直 し を 行 い ， 環 境 美 化 ・ 路 上 喫 煙 等

防 止 の 推 進 に 努 め た 結 果 ， 禁 煙 等 強 化 区 域 で の 路 上 喫 煙 に 対 す る

過 料 徴 収 件 数 は 年 々 減 少 傾 向 と な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

〇 不 法 投 棄 対 策 の 推 進                ≪ 評 価 〇 ≫  

不 法 投 棄 の 件 数 ， 量 は と も に 減 少 し て い ま す 。 パ ト ロ ー ル や 広

報 紙 ， 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 用 い た 啓 発 活 動 を 実 施 し ， 平 成 ２ ７ 年

１ ０ 月 に は 不 法 投 棄 防 止 カ メ ラ の 移 設 も 行 い ま し た 。  

 

② 研 究 機 関 と の 協 働  

〇 安 全 な 廃 棄 物 処 理                 ≪ 評 価 〇 ≫  

放 射 性 物 質 を 含 む 焼 却 灰 等 の 廃 棄 物 の 安 全 な 最 終 処 分 や 管 理 の

方 法 等 に 関 し て ， 各 種 研 究 機 関 等 の 知 見 を 踏 ま え た 検 討 を 進 め ま

し た 。  

 

〇 高 齢 化 社 会 に お け る 清 掃 行 政            ≪ 評 価 ×≫  

粗 大 ご み の 収 集 を 始 め と す る 高 齢 化 社 会 に お け る 清 掃 行 政 に 関

す る 課 題 に つ い て ， 他 自 治 体 の 事 例 を 調 査 す る と と も に 課 題 の 解

決 に つ い て 福 祉 部 門 と 情 報 交 換 を 行 っ た も の の ， 各 種 研 究 機 関 と

の 連 携 は 行 う こ と が で き ま せ ん で し た 。  

 

 

基 本 方 針 ３ 

経 費 削 減 ～使 うお金 はスリムに～ 

(1)維 持 管 理 業 務  

○ 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー     ≪ 評 価 〇 ≫  

南 北 の 両 ク リ ー ン セ ン タ ー と も に ， 民 間 に よ る 長 期 管 理 委 託 に

基 づ き ， 安 定 的 な 処 理 体 制 を 継 続 し て い ま す 。  

【ことばの解説】柏市美化サポーター制度 
「きれいな街・愛してます」を基本理念に実施する，環境美化活動。市内でボランティ

アとして清掃活動や不法投棄の監視などをしてくださる方を登録し，市が活動を支援する
ことで快適な生活環境の保持を目指します。 
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○ プ ラ ス チ ッ ク 圧 縮 保 管 施 設              ≪ 評 価 〇 ≫  

委 託 契 約 を 締 結 し た 団 体 の も と ， 圧 縮 保 管 施 設 を 安 全 に 管 理 し ，

ま た 安 定 的 に 資 源 化 す る 処 理 体 制 を 継 続 し て い ま す 。  

 

(2)収 集 運 搬 業 務      

〇 収 集 運 搬 業 務                    ≪ 評 価 〇 ≫  

ご み 収 集 を 安 定 的 に 継 続 す る た め の 民 間 委 託 の 導 入 に つ い て 検

討 を 行 い ， 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 か ら 家 庭 系 ご み 収 集 の 一 部 に つ い て

民 間 委 託 を 開 始 し ま し た 。  

 

(3)広 域 処 理 に 関 す る 検 討  

〇 広 域 処 理 に 関 す る 検 討                ≪ 評 価 △ ≫  

柏 ・ 白 井 ・ 鎌 ケ 谷 環 境 衛 生 組 合 と 定 期 的 に １ 市 ２ 制 度 検 討 会 を

開 催 し ， 資 源 ご み の 収 集 等 の 具 体 的 な 項 目 に つ い て ， 統 一 処 理 に

向 け た 検 討 を 進 め ま し た 。 ま た ， 柏 市 ・ 我 孫 子 市 一 般 廃 棄 物 広 域

処 理 研 究 会 で は ， 両 市 で の 広 域 化 ・ 集 約 化 の 必 要 性 等 に つ い て 検

討 を 行 い ま し た 。 な お ， 広 域 処 理 の 可 能 性 を 近 隣 市 等 と 検 討 ・ 協

議 を 進 め て い ま す が ， 施 設 更 新 時 期 等 の 実 情 の 把 握 や 課 題 の 解 消

に 向 け た 検 討 ・ 調 整 に 時 間 を 要 し て い ま す 。 そ の た め 柏 市 全 域 に

お け る ご み 処 理 ル ー ル の 統 一 を 前 提 と し た ， よ り 財 政 的 な メ リ ッ

ト の あ る 広 域 処 理 の 検 討 ま で 至 っ て い ま せ ん 。  

 

(4)ご み 処 理 手 数 料 の 改 定 の 検 討   

〇 ご み 処 理 手 数 料 の 改 定 の 検 討             ≪ 評 価 △ ≫  

消 費 税 の 増 税 に 対 応 す る 手 数 料 の 改 定 を 実 施 し ま し た 。 改 定 に

際 し た 検 討 の 一 環 と し て 他 市 の 改 定 状 況 に つ い て 調 査 を 行 い ま し

た が ， 放 射 性 物 質 に 関 す る 問 題 の 発 生 に 伴 う 事 業 者 負 担 の 増 加 も

あ っ た た め ， 処 理 サ ー ビ ス （ 受 益 ） と そ の 手 数 料 （ 負 担 ） の あ り

方 の 精 査 の 完 了 に 至 っ て お ら ず ， 手 数 料 の 実 質 的 な 改 定 の 検 討 を

行 う こ と が で き ま せ ん で し た 。  
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基 本 方 針 ４ 

適 正 処 理 の推 進 ・安 定 処 理 の継 続 ～安 全 ・安 心 なごみ処 理 のために～ 

(1)法 令 遵 守 と 適 切 な 情 報 公 開  

〇 法 令 遵 守 と 適 切 な 情 報 公 開             ≪ 評 価 〇 ≫  

焼 却 灰 ， 排 ガ ス 等 に 含 ま れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 の 測 定 結 果 に つ

い て は ， 継 続 し て 情 報 を 公 開 し て い ま す 。 ま た ， 清 掃 工 場 及 び そ

の 周 辺 の 放 射 線 量 も 定 期 的 に 情 報 を 公 開 し て お り ， 排 ガ ス ， 排 水

等 の 排 出 基 準 を 遵 守 し て い ま す 。 特 に ダ イ オ キ シ ン 類 の 排 ガ ス 濃

度 測 定 結 果 に つ い て は 各 ク リ ー ン セ ン タ ー 入 口 に 掲 示 し て い る ほ

か ， 広 報 か し わ ， 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 情 報 公 開 し て い ま す 。  

 

(2)危 機 管 理  

〇 危 機 管 理                     ≪ 評 価 〇 ≫  

焼 却 灰 の 最 終 処 分 に つ い て は ， 放 射 性 物 質 汚 染 対 処 特 別 措 置 法

の 処 理 基 準 を 満 た す 市 外 の 民 間 最 終 処 分 場 で の 処 分 を 継 続 す る と

と も に ， 定 期 的 に 処 分 先 の 現 地 確 認 を 実 施 し て い ま す 。 焼 却 施 設

は 適 切 な 維 持 管 理 を 行 い つ つ ， 安 定 的 な 処 理 を 継 続 し て い ま す 。

現 在 の 危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル は 東 日 本 大 震 災 以 降 に 作 成 し て お り ，

そ の 中 で は 地 域 防 災 計 画 を 踏 ま え た 震 災 時 初 動 対 応 等 を 整 備 し ま

し た 。  

 

(3)適 正 な 中 間 処 理  

○ 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 粗 大 ・ 不 燃 ご み 処 理 施 設   ≪ 評 価 △ ≫  

毎 年 点 検 を 行 う と と も に ， 委 託 業 者 に よ る 現 場 確 認 を 随 時 行 い ，

不 具 合 の あ っ た 箇 所 等 に つ い て は 適 切 に 維 持 管 理 を 行 っ て い ま す 。  

ま た ， 老 朽 化 が 進 み つ つ あ る 施 設 や 設 備 等 の 健 全 度 評 価 や ３ 年

に １ 度 の 精 密 機 能 検 査 を 実 施 す る こ と に よ り ， 概 ね 良 好 な 状 態 で

あ る こ と を 確 認 す る と と も に ， 施 設 の 将 来 像 を 検 討 す る た め の 現

状 の 把 握 や 基 本 的 な 考 え 方 の 中 間 的 な 整 理 を 行 い ま し た 。 し か し ，

指 定 廃 棄 物 の 仮 保 管 に 関 す る 対 応 等 ， 緊 急 的 に 優 先 す べ き 課 題 が

新 た に 生 じ た た め ， 施 設 周 辺 住 民 等 の 意 見 を 踏 ま え た 施 設 の 将 来

像 の 検 討 の 完 了 に は 至 り ま せ ん で し た 。  
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○ 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー               ≪ 評 価 △ ≫  

毎 年 点 検 を 行 う と と も に ， 委 託 業 者 に よ る 現 場 確 認 を 随 時 行 い ，

不 具 合 の あ っ た 箇 所 等 に つ い て は 適 切 に 維 持 管 理 を 行 っ て い ま す 。   

ま た ， ３ 年 に １ 度 の 精 密 機 能 検 査 を 実 施 す る こ と に よ り ， 良 好

な 状 態 で あ る こ と を 確 認 す る と と も に ， 施 設 の 将 来 像 を 検 討 す る

た め の 現 状 の 把 握 や 基 本 的 な 考 え 方 の 中 間 的 な 整 理 を 行 い ま し た 。  

し か し ， 指 定 廃 棄 物 の 仮 保 管 に 関 す る 対 応 等 ， 緊 急 的 に 優 先 す

べ き 課 題 が 新 た に 生 じ た た め ， 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー の 将 来 像 の

検 討 と 併 せ た 施 設 周 辺 住 民 等 の 意 見 を 踏 ま え た 施 設 の 将 来 像 の 検

討 の 完 了 に は 至 り ま せ ん で し た 。  

 

○ 柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ               ≪ 評 価 〇 ≫  

毎 年 点 検 を 行 う と と も に ， 委 託 業 者 に よ る 現 場 確 認 を 随 時 行 い ，

不 具 合 の あ っ た 箇 所 等 に つ い て は 適 切 に 維 持 管 理 を 行 っ て い ま す 。    

ま た ， ３ 年 に １ 度 の 精 密 機 能 検 査 を 実 施 す る こ と に よ り ， 良 好

な 状 態 で あ る こ と を 確 認 す る と と も に ， 今 後 の 長 寿 命 化 計 画 に 繋

げ て い き ま す 。  

 

(4)安 定 的 な 最 終 処 分  

○ 市 外 最 終 処 分 場 委 託                ≪ 評 価 △ ≫  

安 定 的 な 最 終 処 分 を 実 施 す る た め ， 複 数 の 民 間 処 分 場 と 委 託 契

約 を 結 ん で お り ， 今 後 も 長 期 的 な 視 野 に 立 ち 民 間 処 分 場 の 確 保 に

つ い て 努 め ま す 。 な お ， 焼 却 灰 に 放 射 性 物 質 が 含 ま れ て い る こ と

か ら 受 入 し て も ら え な い 民 間 処 分 場 も あ り ま す が ， 今 後 放 射 性 物

質 の 濃 度 は 確 実 に 低 下 し て い く こ と を 踏 ま え ， 適 宜 ， 適 正 な 委 託

処 分 と な る よ う 検 討 し ま す 。  

 

○ 家 庭 ご み 有 料 化 の 検 討               ≪ 評 価 〇 ≫  

平 成 ２ ６ 年 度 に 中 核 市 や 一 部 事 務 組 合 に 対 し て ア ン ケ ー ト 調 査

を 実 施 し ， 家 庭 系 ご み 有 料 化 の 影 響 に つ い て 検 討 し ま し た 。 ま た ，

平 成 ２ ７ 年 度 六 市 清 掃 協 議 会 に て ， 有 料 化 を 導 入 し た 千 葉 市 を 含

め ， 近 隣 市 と の 継 続 的 な 情 報 交 換 を 行 い ま し た 。  
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○ 資 源 化 の 推 進                   ≪ 評 価 ×≫  

焼 却 灰 に 含 ま れ る 放 射 性 物 質 の 影 響 か ら 市 内 で の 埋 立 が 不 可 能

と な り ， 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 よ り 市 外 で の 処 分 委 託 を 開 始 し ま し た 。

な お ， 放 射 性 物 質 に 関 す る 問 題 は 依 然 と し て 継 続 し て い る た め ，

実 質 的 な 資 源 化 の 検 討 は 行 う こ と が で き ま せ ん で し た 。  
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第 ２ 章  ご み 処 理 に お け る 課 題  

 

本 市 の ご み の 排 出 や 処 理 の 状 況 ， 組 成 調 査 ， イ ン タ ー ネ ッ ト 媒

体 に よ る 市 民 ア ン ケ ー ト 等 の 結 果 及 び 「 第 ２ 部 第 １ 章 ７ こ れ ま で

の 施 策 の 評 価 」 を 踏 ま え ， ご み 処 理 に お け る 課 題 を 整 理 し ま す 。  

 

１  排 出 段 階 で の 課 題  

(1) 家庭系ごみ 

①  排 出 量  

近 年 ， 旧 柏 地 域 に お け る 家 庭 系 ご み の 排 出 原 単 位 は 減 少 傾 向

で 推 移 し て お り ， 千 葉 県 平 均 よ り 少 な い 現 状 に あ り ま す 。  

し か し な が ら ， 市 川 市 ， 松 戸 市 等 の 近 隣 市 よ り 多 い 状 況 に あ

り ， さ ら な る 減 量 が 課 題 と な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1  家 庭 系 ご み の 排 出 原 単 位 の 千 葉 県 内 市 町 村 と の 比 較  

（「 平 成 26 年 度  清 掃 事 業 の 現 況 と 実 績 」（ 千 葉 県 環 境 生 活 部 循 環 型 社 会 推

進 課 編 ） を 元 に 作 成 ）  
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②  資 源 化 可 能 物 の 混 入 ・ 分 別 の 不 徹 底  

今 回 ， 家 庭 系 可 燃 ご み の 排 出 状 況 に つ い て 調 査 し た 結 果 ， 資

源 化 可 能 な 紙 類 が 平 均 約 ６ ％ （ 重 量 比 ） 混 入 し て い る こ と が

分 か り ま し た 。  

ま た ， 市 民 ア ン ケ ー ト で は ， ざ つ 紙 を 資 源 ご み の 日 に 出 し て

い る と 回 答 さ れ た 方 は ３ ６ ． ９ ％ に 留 ま っ て お り ， 資 源 化 可

能 な 紙 類 が ご み と し て 排 出 さ れ 資 源 化 さ れ て い な い こ と が 課

題 と な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-2 ご み 組 成 調 査 結 果 （ 混 入 物 の 割 合 ： 重 量 比 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-3  市 民 ア ン ケ ー ト （ 問 17） 結 果  

 

 

 

資源ごみの日

に出している, 
36.9%可燃ごみ

の日に

出している, 
57.4%

その他のごみ

の日に出して

いる, 2.0%

今まで出したこ

とがない／

自分以外の人

が出している, 
3.7%

問 1 7  は が き や ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー の 芯 、 封 筒 、 メ モ 用 紙 な ど の ざ つ 紙 は 、 主 に

ど の よ う に 出 し て い ま す か 。  

そ の 他  
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次 に ， 分 別 の 取 り 組 み に つ い て ， 市 民 ア ン ケ ー ト で は ， 「 分

か ら な い も の は 混 ぜ て 出 し て い る 」 ， 「 あ ま り 心 が け て お こ

な っ て い な い 」 ま た は 「 お こ な っ て い な い 」 と の 回 答 が ３ ３ ．

２ ％ み ら れ ， 不 燃 ご み を 排 出 す る 際 ， 電 池 を 取 り 除 か ず に そ

の ま ま 不 燃 ご み に 出 さ れ て い る 方 が ９ ％ に 及 ん で い ま す 。 ま

た ， 容 器 包 装 プ ラ ス チ ッ ク 類 に つ い て 平 成 ２ ６ 年 度 の 容 器 包

装 ベ ー ル の 品 質 評 価 で 異 物 の 混 入 に よ り 評 価 が 下 が り ， 資 源

化 可 能 物 以 外 の 混 入 も み ら れ る 等 ， 分 別 の 不 徹 底 が 課 題 と な

っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4 市 民 ア ン ケ ー ト （ 問 ６ ） 結 果  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

図 2-2-5 市 民 ア ン ケ ー ト （ 問 19） 結 果  

1, 66.8%

2, 30.3%

3 , 
2.2%

4 ,
0.7%

1． 徹底している

2． 徹底を心がけているが、分か

らないものは混ぜて出している

3． あまり心がけておこなってい

ない

4． おこなっていない

1． 78.4%

2． 6.8%

3． 2.2%

4． 0.9%
5． 11.8%

回答数

1．取り除いて有害ごみの日に出している 359

2．
分別方法が分からないので、取り除か
ずにそのまま不燃ごみとして出してい
る

31

3．
手間がかかるので、取り除かずにその
まま不燃ごみとして出している

10

4．その他 4

5．
今まで出したことがない／自分以外の
人が出している

54

458

選択肢

合計

問 1 9  リ モ コ ン 、 時 計 、 お も ち ゃ 等 を 不 燃 ご み で 出 す 際 、 使 用 さ れ て い た 電 池

は 、 取 り 除 い て 有 害 ご み の 日 に 出 し て い ま す か 。  

問 ６  ご み の 分 別 は ど の 程 度 お こ な っ て い ま す か 。  

（ 件 ）  
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③  ご み の 適 正 排 出 に 関 す る 情 報 の 周 知 の 不 足  

本 市 が お こ な っ て い る 施 策 に つ い て ， 市 民 ア ン ケ ー ト で は ，

「 知 っ て い る も の は な い 」 と の 回 答 が ４ ４ ． １ ％ と な っ て い

ま す 。  

ま た ， 今 後 必 要 な 施 策 と し て 多 く の 方 が 「 分 別 が 分 か り に く

い も の を 広 報 等 で 定 期 的 に 取 り 上 げ る こ と 」 を あ げ て お り ，

施 策 や 分 別 等 の ご み の 適 正 排 出 に 関 す る 情 報 の 周 知 の 不 足 も

課 題 と な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-6 市 民 ア ン ケ ー ト （ 問 12） 結 果  

 

④  高 齢 化 社 会 へ の 対 応  

全 国 的 に 高 齢 化 が 進 ん で お り ， 平 成 ２ ７ 年 国 勢 調 査 （ 平 成 ２

７ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在 ） に よ る と ， 全 国 の 高 齢 化 率 ２ ６ ． ６ ％

と な っ て い ま す 。 同 調 査 で の 本 市 の 高 齢 化 率 は ２ ４ ． ４ ％ で ，

千 葉 県 内 市 町 村 と 比 べ る と ４ ５ 位 （ 全 ５ ４ 市 町 村 ） と 低 い 状

況 に あ り ま す が ， 今 後 は 増 加 し て い く と 予 想 さ れ ま す 。 高 齢

者 の 増 加 に 伴 い ， 日 常 生 活 に お け る ご み の 排 出 が 困 難 に な る

1．清掃施設見学会の実施             2．ごみ減量説明会の開催      

3．ドリームフラワープロジェクト           4．ごみ減量広報紙（クルクルクリーンかしわ）の発行 

5．リサイクルフェアの実施              6．生ごみ処理容器等購入費の補助 

7．出前授業（市内小学生対象）          8．リサイクル教室（リボン館）   9．ミニフリーマーケット（リボン館） 

10．リサイクル家具・自転車の販売（リボン館） 

11．「ゆずります」・「ゆずってください」～リボン館不用品交換情報ボード～ 

12．3R 推進事業所・3R 推進店推奨制度    13．小型家電のボックス回収      

14．その他                                    15．知っているものはない  

問 1 2  柏 市 が お こ な っ て い る 以 下 の 施 策 に つ い て 、 知 っ て い る も の を 全 て お 選 び

く だ さ い 。  
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市 民 も 増 え る と 考 え ら れ る た め ， こ れ ら の 市 民 を サ ポ ー ト す

る 体 制 の 構 築 が 必 要 で す 。  

 

(2) 事 業 系ごみ 

事 業 系 ご み に つ い て は ， 平 成 ２ ０ 年 度 か ら 平 成 ２ ２ 年 度 ま で

は 減 少 し て お り ま し た が ， 平 成 ２ ３ 年 度 以 降 は 増 加 傾 向 に あ

り ま す 。 現 行 計 画 に 基 づ き 推 奨 制 度 の 拡 大 や ， 多 量 排 出 事 業

所 へ の 指 導 強 化 等 の 対 策 を 実 施 し て き て い る と こ ろ で は あ り

ま す が ， 平 成 ２ ７ 年 度 に お い て も 引 き 続 き 増 加 傾 向 に あ る た

め ， そ の 減 量 が 課 題 と な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-7 事 業 系 ご み 総 排 出 量 の 推 移  

 

 

２  収 集 運 搬 に 関 す る 課 題  

 

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 か ら 家 庭 系 ご み 収 集 業 務 の 一 部 が ， 民 間 委 託

に 移 行 し て い ま す 。 ご み 収 集 業 務 を 担 う 市 職 員 数 は 年 々 減 少 か つ

高 齢 化 し て お り ， 安 定 的 な ご み 収 集 を 継 続 す る た め ， 民 間 事 業 者

へ の 委 託 に つ い て 引 き 続 き 検 討 が 必 要 な 状 況 に あ り ま す 。  

 

 

３  中 間 処 理 に 関 す る 課 題    

(1) 焼却施設及び粗大・不燃ごみ処理施設 

本 市 が 運 営 す る 焼 却 施 設 で あ る 柏 市 清 掃 工 場 及 び 柏 市 第 二 清

掃 工 場 に つ い て は ， 合 理 的 か つ 効 率 的 に 維 持 ・ 修 繕 ・ 更 新 し
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て い く 必 要 が あ り ま す 。 特 に 柏 市 清 掃 工 場 に つ い て は ， 稼 働

年 数 が 長 期 に 及 ん で い る こ と か ら ， そ の 老 朽 化 対 策 が 課 題 と

な っ て お り ま す 。  

ま た ， 粗 大 ・ 不 燃 ご み 処 理 施 設 に つ い て も ， 稼 働 年 数 が 長 期

に 及 ん で い る こ と か ら ， 老 朽 化 対 策 を 含 め た 合 理 的 か つ 効 率

的 な 維 持 ・ 修 繕 ・ 更 新 が 課 題 と な っ て い ま す 。  

 

(2) リサイクル施設（柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ ）  

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ は 施 設 の 稼 働 か ら １ ４ 年 が 経 過 し ， 今

後 老 朽 化 が 進 ん で い く こ と か ら ， 長 寿 命 化 計 画 の 策 定 ， 計 画

に 基 づ く 対 策 工 事 を 行 い 施 設 機 能 の 維 持 ・ 更 新 を 図 る 必 要 が

あ り ま す 。  

 

表 2-2-1 ご み 処 理 関 連 施 設 一 覧 （ 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

 

 

 

施  設  名 稼働開始年月 稼働年数 場  所 

①柏市清掃工場（焼却工場） H3 年 4 月 25 年 船戸山高野 538 

②柏市第二清掃工場（焼却工場） H17 年 4 月 11 年 南増尾 56-2 

③粗大・不燃ごみ処理施設(破砕施設) S52 年 9 月 38 年 7 月 船戸山高野 538 

④柏市リサイクルプラザ(選別・加工施設) H14 年 4 月 14 年 十余二 348-202 
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４  最 終 処 分 に 関 す る 課 題  

 

最 終 処 分 量 の 推 移 を み る と ， 近 年 大 幅 に 増 加 し て お り ， 現 行 計

画 の 目 標 値 （ 平 成 ２ ７ 年 度 ３ ， ５ ０ ０ t 以 下 ） を 達 成 で き て い ま

せ ん 。 平 成 ２ ３ 年 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 福 島 第 一 原 子 力

発 電 所 事 故 以 降 ， 焼 却 灰 か ら 基 準 値 を 超 え る 濃 度 の 放 射 性 物 質 が

確 認 さ れ た た め ， 焼 却 灰 等 の 資 源 化 を 中 止 し て い る こ と が 要 因 で

す 。 現 在 も ， 放 射 性 物 質 を 含 む 草 木 類 の 焼 却 量 等 を 調 整 し な が ら

処 理 を 継 続 す る 必 要 性 が あ る た め ， 最 終 処 分 量 や そ の 処 理 費 用 を

軽 減 で き な い こ と 等 が 課 題 と な っ て い ま す 。 し か し ， 放 射 能 性 物

質 の 濃 度 は 徐 々 に 減 少 し て い く こ と か ら ， 今 後 は ， 最 終 処 分 量 の

削 減 や 処 理 費 の 軽 減 を 目 指 す 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-8 最 終 処 分 量 の 推 移  
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５  ご み 処 理 に 係 る 経 費 に 関 す る 課 題  

旧 柏 地 域 に お け る ご み 処 理 に 係 る 経 費 （ 減 価 償 却 費 を 除 く ご み

処 理 原 価 ） は 平 成 ２ ７ 年 度 の 実 績 で ３ ， ５ ５ ６ ， ９ １ ３ 千 円 と な

っ て い ま す 。 ま た ， 旧 柏 地 域 の 年 間 １ 人 当 た り の ご み 処 理 に 係 る

経 費 の 推 移 を み る と ， 約 ９ ， ０ ０ ０ ～ １ １ ， ０ ０ ０ 円 の 間 で 横 ば

い 傾 向 が 続 い て い ま す 。  

少 子 高 齢 化 等 の 社 会 情 勢 の 変 化 に よ り 市 全 体 の 財 政 の 状 況 が 厳

し さ を 増 し て い く こ と か ら す れ ば ， ご み 処 理 費 用 に つ い て も ， そ

の 削 減 の 努 力 が 必 要 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-9 年 間 １ 人 当 た り の ご み 処 理 に 係 る 経 費 の 推 移  

（ 減 価 償 却 費 を 除 く ）  

 

 

 

６  災 害 発 生 時 の 廃 棄 物 処 理 に 関 す る 課 題  

 

現 在 ， 本 市 の 災 害 発 生 時 の 廃 棄 物 処 理 に つ い て は ， 地 域 防 災 計

画 に 位 置 付 け て い ま す 。 し か し ， 東 日 本 大 震 災 を は じ め ， 豪 雨 ・

竜 巻 ・ 台 風 ・ 地 震 等 の 甚 大 な 被 害 を も た ら す 災 害 が 近 年 増 加 し て

い る こ と か ら ， よ り 迅 速 か つ 円 滑 に 対 応 で き る よ う 災 害 廃 棄 物 処

理 計 画 の 策 定 や 体 制 の 整 備 が 求 め ら れ て い ま す 。  
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７  放 射 性 物 質 に 関 す る 課 題  

 

平 成 ２ ３ 年 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 福 島 第 一 原 子 力 発 電

所 事 故 に よ り 放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 を 含 む ご み を 焼 却 し た 結 果 ，

指 定 廃 棄 物 （ 放 射 性 物 質 の 濃 度 が １ キ ロ グ ラ ム あ た り ８ ， ０ ０ ０

ベ ク レ ル を 超 え る 焼 却 灰 ） が 生 じ た た め ， 本 市 で は 仮 保 管 を 行 っ

て い ま す 。 指 定 廃 棄 物 に つ い て は ， 国 の 責 任 の も と ， 適 切 な 方 法

で 処 理 す る こ と と な っ て お り ， 現 在 ， 指 定 廃 棄 物 長 期 管 理 施 設 の

候 補 地 選 定 が 進 め ら れ て い ま す 。 国 が 同 施 設 を 確 保 す る ま で ， 指

定 廃 棄 物 の 適 切 な 保 管 を 継 続 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

８  １ 市 ２ 制 度 に 関 す る 課 題  

 

本 市 と 旧 沼 南 町 の 合 併 の 際 ， 旧 沼 南 町 域 に 関 し て は ， 柏 ・ 白 井

・ 鎌 ケ 谷 環 境 衛 生 組 合 に よ る 広 域 処 理 が 継 続 さ れ ま し た 。 そ の 結

果 ， 本 市 全 体 と し て 見 た 場 合 に 旧 柏 地 域 と 旧 沼 南 地 域 に ２ つ の ご

み 処 理 ル ー ル が 存 在 す る こ と と な り ， 市 民 の ご み 処 理 に 関 す る 制

度 差 異 や 負 担 費 用 の 不 均 衡 等 と い っ た 問 題 ， い わ ゆ る １ 市 ２ 制 度

に 関 す る 問 題 が 継 続 し て い ま す 。  

ご み 処 理 の 効 率 性 向 上 や 地 域 に よ る 差 異 の な い 市 民 サ ー ビ ス の

提 供 に 向 け て ， そ の 改 善 が 求 め ら れ て い ま す 。  
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第 ３ 章  基 本 理 念 及 び 計 画 目 標  

 

１  基 本 理 念  

 

本 市 は ， こ れ ま で の 計 画 に お い て 「 ご み 処 分 ゼ ロ 社 会 」 「 循 環

未 来 都 市 か し わ 」 を 基 本 理 念 と し ， 循 環 型 社 会 形 成 の 推 進 に 取 り

組 ん で き ま し た 。  

そ の 結 果 ， ご み 排 出 量 は 減 少 し ， 市 民 １ 人 １ 日 当 た り の 排 出 量

に つ い て も 現 行 計 画 の 目 標 を 達 成 し て い ま す 。  

 

し か し な が ら ， 人 口 減 少 と い う 局 面 を 迎 え る に 当 た り ， 本 市 に

は ， さ ら な る 廃 棄 物 の 削 減 や 収 集 運 搬 ・ 中 間 処 理 等 の 各 段 階 に お

い て 効 率 化 を 図 り ， よ り 無 駄 の な い 廃 棄 物 行 政 が 求 め ら れ て い ま

す 。  

 

ま た ， 地 震 や 風 水 害 等 の 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し 市 民 の 安 全 安 心

に 関 す る 意 識 が 高 ま っ て い る 今 日 ， 災 害 時 に お け る 廃 棄 物 処 理 の

安 定 し た 継 続 と 災 害 に よ り 発 生 す る 廃 棄 物 の 適 正 か つ 円 滑 な 処 理

が 求 め ら れ て い ま す 。  

さ ら に ， 本 市 に は ， 現 在 の 豊 か な 自 然 環 境 だ け で な く ， 便 利 で

快 適 な 社 会 環 境 や 財 政 状 況 も 含 め て ， 次 世 代 の 負 担 と な ら な い よ

う な ， 承 継 す べ き 環 境 を 目 指 す 努 力 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

経 費 負 担 を 削 減 し つ つ ， ご み 量 削 減 を 目 指 し ， か つ ， ご み 処 理

体 制 に 関 す る リ ス ク を 軽 減 し よ う と す る 今 後 の 取 り 組 み を 総 称 し ，

「 ス リ ム か し わ ～ 豊 か な 環 境 の 承 継 の た め に ～ 」 と し て 提 唱 し ，

本 計 画 に お け る 基 本 理 念 と し ま す 。  
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２  基 本 方 針  

 

基 本 理 念 の 実 現 に 必 要 な 要 素 と し て ， 以 下 の ５ 項 目 を 基 本 方 針

と し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1  基 本 理 念 と 基 本 方 針  

 

 

①  発 生 抑 制 を 最 優 先 と し た ３ Ｒ の た め に １ Ｔ Ｒ Ｙ  

②  協 働 の 推 進  

③  経 費 削 減  

④  適正処理の推進・安定的な処理の継続 

⑤  安全安心なごみ処理 

② 協 働 の 推 進

～環境美化のためにみんなで一歩前へ～

(1) ３Ｒ及び適正排出の推進に係る協働 

(2) 適正処理・安定処理のための協働 

(1) 法令遵守と適切な情報公開 

(2) 適正な中間処理 

(3) 安定的な最終処分 

④適正処理の推進・ 

    安定的な処理の継続 

(1) 危機管理 

(2) 災害廃棄物の処理体制の 

整備 

(3) 危険物及び有害物質を含 

む廃棄物の適正排出 

基 本 理 念

 

⑤安全安心なごみ処理 

①発生抑制を最優先とした３Ｒのために１ＴＲＹ 

～ シ ン プ ル ラ イ フ ・ ワ ー ク で ご み を ス リ ム に ～

(1) ごみ排出抑制に向けた指導・啓発活動 

(2) リユースの推進 

(3) 資源化の推進  

～豊 かな環 境 の承 継 のために～  

～ 使 う お 金 は ス リ ム に ～

③経費削減

(1) 維持管理業務 

(2) 収集運搬業務 

(3) 広域処理に関する検討 

(4) 直接搬入ごみの処理手数

   料の改定の検討 
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平 成 ２ ４ 年 ３ 月 に 策 定 し た 現 行 計 画 で は ， ① ３ Ｒ の た め に １ Ｔ

Ｒ Ｙ ② 協 働 の 推 進 ③ 経 費 削 減 ④ 適 正 処 理 の 推 進 ・ 安 定 処 理 の 継 続

の ４ 項 目 を 基 本 方 針 と し て い ま し た 。  

そ の 後 ， 廃 棄 物 を 取 り 巻 く 社 会 情 勢 等 も 変 化 し て お り ， 国 に よ

る 各 計 画 の 改 訂 も 行 わ れ ま し た 。 第 四 次 環 境 基 本 計 画 に お い て は ，

「 ① 発 生 抑 制 ② 再 使 用 ③ 再 生 利 用 ④ 熱 回 収 ⑤ 適 正 処 分 の 優 先 順 位

に 従 い 対 策 を 進 め る 」 こ と ， ま た 「 有 害 物 質 の 適 正 処 理 や 災 害 に

強 い 廃 棄 物 処 理 体 制 の 構 築 等 ， 安 全 ・ 安 心 の 観 点 か ら の 取 り 組 み

を 強 化 す る 」 こ と が 明 記 さ れ て い ま す 。 さ ら に 循 環 基 本 計 画 に お

い て は ， リ サ イ ク ル よ り 優 先 順 位 の 高 い ２ Ｒ （ リ デ ュ ー ス ・ リ ユ

ー ス ） の 取 り 組 み が よ り 進 む 社 会 経 済 シ ス テ ム の 構 築 が 掲 げ ら れ

て い ま す 。  

こ れ ら 廃 棄 物 に お け る 国 の 方 向 性 の 見 直 し を 受 け ， 本 計 画 に お

け る 基 本 方 針 を 以 下 の と お り 定 め ま す 。  

 

 

① 発 生 抑 制 を 最 優 先 と し た ３ Ｒ の た め に １ Ｔ Ｒ Ｙ  

本 計 画 の 基 本 理 念 「 ス リ ム か し わ 」 を 実 現 す る た め ， 基 本 方 針

の ３ Ｒ に 関 す る 項 目 を ， 『 ① 発 生 抑 制 を 最 優 先 と し た ３ Ｒ の た め

に １ Ｔ Ｒ Ｙ 』 と し ま す 。 「 ご み と な る も の を 買 わ な い 」 ， 「 食 材

等 を 使 い 切 る 」 ， 「 分 別 を 徹 底 す る 」 と い っ た 環 境 負 荷 の 少 な い

ラ イ フ ス タ イ ル の 実 現 に 向 け て ， 家 庭 や 職 場 で で き る 身 近 な 取 り

組 み を 進 め る 機 会 の 創 出 を 図 り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家庭で１ＴＲＹ（例） 職場で１ＴＲＹ（例） 

水きり エコバッグ 

の利用 
紙類の資源化 分別の徹底 食材の使いきり 

・食べきり 
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② 協 働 の 推 進  

ご み 排 出 量 の さ ら な る 削 減 や 適 正 排 出 を 実 現 す る た め に は ， 市

民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 が そ れ ぞ れ の 役 割 を 果 た し ， 相 互 に 連 携 し て

様 々 な 施 策 に 取 り 組 ん で い く こ と が 不 可 欠 で す 。 ご み 減 量 広 報 紙

「 ク ル ク ル ク リ ー ン か し わ 」 や 各 種 講 座 を 通 じ て 情 報 の 提 供 や 課

題 の 共 有 を 進 め ， 今 後 も よ り 一 層 の 『 ② 協 働 の 推 進 』 を 図 り ま す 。  

 

③ 経 費 削 減  

本 市 で は ， 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 費 や 中 間 処 理 施 設 等 の 維 持 管 理 費

の 抑 制 に 向 け ， ご み 収 集 量 及 び 処 理 量 の 削 減 だ け で な く 一 部 の 収

集 運 搬 や 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー の 維 持 管

理 の 民 間 委 託 等 に 取 り 組 ん で い ま す 。  

し か し ， 市 の 財 政 状 況 は 厳 し く ， 限 ら れ た 財 源 の 中 で 安 定 し た

ご み 処 理 を 継 続 し て い く た め ， 引 き 続 き 『 ③ 経 費 削 減 』 に 努 め ま

す 。  

 

④ 適 正 処 理 の 推 進 ・ 安 定 的 な 処 理 の 継 続  

現 在 ， 本 市 は 南 北 二 清 掃 工 場 体 制 で 焼 却 処 理 を 行 っ て い ま す が ，

施 設 の 老 朽 化 に 伴 い 施 設 の 更 新 準 備 が 必 要 な 時 期 を 迎 え て い ま す 。

将 来 へ 続 く 『 ④ 適 正 処 理 の 推 進 ・ 安 定 的 な 処 理 の 継 続 』 に 向 け て ，

焼 却 施 設 だ け で な く ， 柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ や 市 外 民 間 最 終 処 分

を 含 め た 処 理 体 制 に つ い て 検 討 を 進 め ま す 。  

 

⑤ 安 全 安 心 な ご み 処 理  

本 市 で は ， 現 行 計 画 に お い て ， 危 機 管 理 へ の 対 応 と し て マ ニ ュ

ア ル の 整 備 等 を 行 っ て き ま し た が ， 近 年 ， 災 害 廃 棄 物 の 処 理 に 係

る 問 題 が 顕 在 化 し ， 国 民 の 安 全 意 識 が 高 ま る 中 ， 本 市 に お い て も

重 点 的 な 対 応 が 求 め ら れ て い ま す 。  

そ の た め ， 本 計 画 で は ， 特 に 災 害 廃 棄 物 や 有 害 物 質 に 係 る 項 目

と し て ， 新 た に 『 ⑤ 安 全 安 心 な ご み 処 理 』 を 設 定 し ま す 。  

 

 

 

【ことばの解説】協働 
市民・事業者・市等が，それぞれの立場に応じた役割分担のもとで，環境保全やまちづ

くり等に関する共通の目標，理念を持ち，その実現に向けた取り組みを行うときの協調的
関係のこと。 
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３  計 画 目 標  

 

目 標 値 の 設 定 に 当 た っ て は ， ご み 処 理 の 現 況 を 踏 ま え つ つ ， 廃

棄 物 処 理 法 基 本 方 針 や 県 処 理 計 画 に お い て 示 さ れ た 新 た な 目 標 等

を 考 慮 し ， 効 果 的 な 施 策 の 展 開 に よ っ て 実 現 を 目 指 す 新 た な 目 標

値 を 定 め る こ と と し ま す 。  

 

(1) 排 出 原 単 位  

 

 

 

旧 柏 地 域 の １ 人 １ 日 当 た り の ご み 排 出 量 （ 排 出 原 単 位 ） は ，

平 成 ２ ７ 年 度 実 績 ８ ６ ８ ｇ で ， 国 の 循 環 基 本 計 画 の 排 出 原 単

位 の 目 標 値 ８ ９ ０ ｇ （ 目 標 年 次 平 成 ３ ２ 年 度 ） を 前 倒 し で 達

成 し て い ま す 。 こ の よ う な 中 に あ っ て も ， 本 計 画 の 基 本 理 念

「 ス リ ム か し わ ～ 豊 か な 環 境 の 承 継 の た め に ～ 」 を 実 現 す る

た め に は ， 更 な る 減 量 を 目 指 す 必 要 が あ り ま す 。  

国 の 循 環 基 本 計 画 の 排 出 原 単 位 の 目 標 値 ８ ９ ０ ｇ （ 目 標 年 次

平 成 ３ ２ 年 度 ） は ， 平 成 ２ ６ 年 度 実 績 対 比 で は ６ ％ 減 と な り

ま す 。 こ の 割 合 を 本 計 画 の 目 標 年 次 平 成 ３ ３ 年 度 ま で 推 移 す

る と ， 平 成 ２ ６ 年 度 対 比 ７ ％ 減 と な り ま す 。  

こ の よ う な こ と を 踏 ま え ， 旧 柏 地 域 の 排 出 原 単 位 を 平 成 ３ ３

年 度 ま で に 平 成 ２ ６ 年 度 の 実 績 ８ ９ ２ ｇ か ら ７ ％ 減 の ８ ３ ０

ｇ 以 下 に す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

 

(2) １ 人 １ 日 当 た り の 家 庭 系 ご み の 排 出 量  

 

 

 

旧 柏 地 域 の １ 人 １ 日 当 た り の 資 源 品 を 除 い た 家 庭 系 ご み の 排

出 量 は ， 平 成 ２ ６ 年 度 実 績 ４ ４ ２ ｇ で あ り ， 国 の 循 環 基 本 計

画 及 び 県 処 理 計 画 の 目 標 値 ５ ０ ０ ｇ （ 目 標 年 次 平 成 ３ ２ 年

度 ） を 前 倒 し で 達 成 し て い ま す 。  

こ の よ う な 中 に あ っ て も ， 最 終 処 分 量 や ご み 処 理 費 用 を 軽 減

８３０ｇ以下：平成２６年度比約７％削減  

（目標平成３３年度）  

３９２ｇ以下：平成２６年度実績から５０g 減  

※資源品を除く（目標平成３３年度）  
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で き て い な い と い っ た 現 状 を 踏 ま え ， 本 計 画 の 基 本 理 念 「 ス

リ ム か し わ ～ 豊 か な 環 境 の 承 継 の た め に ～ 」 を 実 現 す る た め

に は ， ご み の 中 で も 割 合 の 高 い 資 源 品 を 除 い た 家 庭 系 ご み に

つ い て ， 積 極 的 に 減 量 に 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。  

そ の た め 本 計 画 で は ， 従 前 の 減 量 施 策 に 加 え て 新 た な 減 量 施

策 等 を 実 施 し ， １ 人 １ 日 当 た り の 資 源 品 を 除 い た 家 庭 系 ご み

の 排 出 量 を ， 平 成 ３ ３ 年 度 ま で に 平 成 ２ ６ 年 度 の 実 績 か ら ５

０ ｇ 減 の ３ ９ ２ ｇ 以 下 に す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

 

(3) 総 資 源 化 率  

 

 

 

ペ ッ ト ボ ト ル や ビ ン の 製 造 技 術 の 向 上 に よ る 軽 量 化 ， 新 聞 ，

雑 誌 の 購 読 者 の 減 少 等 の ラ イ フ ス タ イ ル の 変 容 が 主 た る 要 因

で ， 資 源 回 収 量 が 今 後 も 減 少 す る こ と が 見 込 ま れ て い る こ と

も あ り ， 資 源 化 物 の 量 を 総 ご み 量 で 除 し て 得 ら れ る 総 資 源 化

率 は ， 平 成 ３ ３ 年 度 の 推 計 値 が 平 成 ２ ６ 年 度 実 績 か ら 約 ２ ％

減 の ２ １ ． ６ ％ と な り ， 数 値 の 伸 び は 見 込 む こ と が で き な い

状 況 で す 。  

こ の よ う な 状 況 に あ っ て も 本 計 画 の 基 本 理 念 「 ス リ ム か し わ

～ 豊 か な 環 境 の 承 継 の た め に ～ 」 を 実 現 す る に は ， 資 源 化 可

能 な 物 が ご み と し て で は な く 資 源 品 と し て 排 出 さ れ る よ う す

る な ど の 資 源 化 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

そ の た め 本 計 画 で は ， 平 成 ３ ３ 年 度 の 総 資 源 化 率 に つ い て ，

平 成 ２ ６ 年 度 の 総 資 源 化 率 か ら の 減 少 幅 を 推 計 の 半 分 に 留 め ，

約 ２ ２ ． ５ ％ と す る こ と を 目 標 と し ま す 。  

 

(4) 最 終 処 分 量 （ 埋 立 量 ）  

 

 

 

   平 成 ２ ４ 年 度 以 降 ， 本 市 は 市 内 に お い て 焼 却 灰 を 埋 立 処 分 す

約２２ .５％  

（目標平成３３年度）  

１０，２００ｔ以下：平成２６年度比約１８％減  

（目標平成３３年度）  
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る た め の 最 終 処 分 場 を 保 有 し な く な っ た こ と か ら ， 焼 却 灰 等 の

最 終 処 分 を 市 外 の 民 間 最 終 処 分 場 に お い て 委 託 処 理 し て い る こ

と を 考 慮 し ， 最 終 処 分 量 の 目 標 は ， 廃 棄 物 処 理 基 本 方 針 よ り 高

い 目 標 と し ま す 。  

   平 成 ２ ６ 年 度 実 績 １ ２ ， ４ ３ ２ t と 比 較 し 約 １ ８ ％ 削 減 す る

こ と を 目 標 と し ま す 。  

  ※  本 市 に お け る 放 射 性 物 質 を 含 む 焼 却 灰 等 の 処 理 に つ い て は ，

本 計 画 策 定 時 点 に 至 っ て も ， 焼 却 灰 等 の 資 源 化 の 中 止 や ， 草

木 類 の 焼 却 量 調 整 と い っ た ， 緊 急 的 か つ 臨 時 的 な 措 置 を 継 続

し て い ま す 。  

    上 記 目 標 値 は ， 今 後 も 同 様 の 措 置 を 継 続 す る こ と を 想 定 し ，

設 定 し た も の で す 。  

 

注 １  排 出 原 単 位 の 算 出 に 際 し ， 国 ・ 県 統 計 で は 年 間 平 均 人 口 を 使 用 し ， 旧

柏 地 域 は 年 度 末 住 民 基 本 台 帳 人 口 を 使 用 し て い る 。  

 

 

 

 

 

≪参考≫ 
 

旧沼南地域における計画と目標について 
 
旧沼南地域のごみ（し尿を除く。）については，柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合におい

て策定された「一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」に従い，取り組みを進めています。 
直近の計画は，平成 25 年３月に改定されており，平成 29 年度を目標年度として目標値

等が定められています。 
目標の設定項目及び数値は以下のとおりです。 
 
 
(1)排出原単位 

 
平成 23 年度比 約５％削減 
（平成 23 年度：824g／人／日 → 平成 29 年度：782g／人／日以下） 

 
(2)総資源化率 
 

平成 23 年度比 約５ポイント増加 
（平成 23 年度：23.3％ → 平成 29 年度：28.3％以上） 

 
(3)最終処分量（埋立量） 
 

平成 23 年度比 １割以上の削減 
（平成 23 年度：4,129t → 平成 29 年度：3,500t 以下） 
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第 ４ 章  こ れ か ら の 施 策  

 

基 本 理 念 及 び 基 本 方 針 に 基 づ き ， 第 1 章 の 現 行 計 画 に お け る 施

策 の 評 価 や 第 ２ 章 で 整 理 し た 課 題 を 受 け ， 目 標 の 達 成 と 循 環 型 社

会 の 実 現 に 向 け た 施 策 体 系 を 次 の と お り と し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

協

働

の
推

進

 

[市 外 の 民 間 最 終 処 分 場 へ の 委 託 /家 庭 系 ご み 有 料 化 の 検 討 （ 再 掲 ） ]  

[北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 粗 大 ・ 不 燃 ご み 処 理 施 設 /南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー /柏 市 リ サ  

イ ク ル プ ラ ザ ]  

[北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ・ 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー /プ ラ ス チ ッ ク 圧 縮 保 管 施 設 ]  

① 地 域 と の 連 携 ・ 協 働  

[ぽ い 捨 て 防 止 /不 法 投 棄 対 策 の 推 進 ]  

② 研 究 機 関 と の 連 携  

[安 全 な 廃 棄 物 処 理 ]  

① 地 域 と の 連 携 ・ 協 働  

[地 域 組 織 と の 連 携 の 維 持 /ご み 出 し 困 難 者 対 策 ]  

② 市 民 ・ 事 業 者 と の 連 携 ・ 協 働  

[分 別 に 関 す る 情 報 の 周 知 の 充 実 /適 正 排 出 推 進 の 継 続 /転 入 者 対 策 /柏 市 リ サ イ ク ル プ  

ラ ザ リ ボ ン 館 事 業 /町 会 ・ 自 治 会 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 団 体 と の 連 携 ・ 協 働 /イ ベ ン ト 時 の ご み 排 出  

抑 制 /意 見 交 換 及 び 意 見 聴 取 ]  

[指 定 ご み 袋 に よ る 分 別 徹 底 ・ 資 源 化 の 推 進 /資 源 化 に 対 す る 適 正 対 価 の 確 保 /容 器 包  

装 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 資 源 化 /家 庭 系 紙 ご み の 資 源 化 /事 業 系 紙 ご み の 資 源 化 /食 品 廃 棄  

物 等 の 資 源 化 /小 型 家 電 リ サ イ ク ル の 推 進 /焼 却 灰 の 資 源 化 ]  

[再 利 用 品 の 販 売 ・ 情 報 提 供 /環 境 物 品 へ の 転 換 ]  

( 2 )リ ユ ー ス の 推 進  

( 3 )資 源 化 の 推 進  

① 家 庭 系 ご み の 減 量  

[啓 発 事 業 の 推 進 /環 境 学 習 の 推 進 /食 品 ロ ス 削 減 の 推 進 /生 ご み の 減 量 の 推 進 /家 庭 系  

ご み 有 料 化 の 検 討 ]  

② 事 業 系 ご み の 減 量  

[推 奨 制 度 の 拡 大 /事 業 系 ご み 減 量 チ ラ シ の 作 成 ・ 運 用 /多 量 排 出 事 業 所 へ の 指 導 強 化 ]  

( 1 )ご み 排 出 抑 制 に 向 け た 指 導 ・ 啓 発 活 動  

( 1 )３ Ｒ 及 び 適 正 排 出 の 推 進 に 係 る 協 働  

( 2 )適 正 処 理 ・ 安 定 処 理 の た め の 協 働  

２  

( 1 )維 持 管 理 業 務  

( 1 )法 令 遵 守 と 適 切 な 情 報 公 開  

( 2 )適 正 な 中 間 処 理  

( 3 )安 定 的 な 最 終 処 分  

( 2 )収 集 運 搬 業 務  

( 3 )広 域 処 理 に 関 す る 検 討  

( 4 )直 接 搬 入 ご み の 処 理 手 数 料 の 改 定 の 検 討  

( 1 )危 機 管 理  

( 2 )災 害 廃 棄 物 の 処 理 体 制 の 整 備  

( 3 )危 険 物 及 び 有 害 物 質 を 含 む 廃 棄 物 の 適 正 排 出  
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図 2-4-1 施 策 体 系  

 

＜ 基 本 方 針 ＞  ＜ 施 策 ＞  
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１  発 生 抑 制 を 最 優 先 と し た ３ Ｒ の た め に １ Ｔ Ｒ Ｙ  

～ シ ン プ ル ラ イ フ ・ ワ ー ク で ご み を ス リ ム に ～  

 

 

 

 

 

 

 

(1) ご み 排 出 抑 制 に 向 け た 指 導 ・ 啓 発 活 動  

①  家 庭 系 ご み の 減 量  

・ 啓 発 事 業 の 推 進  

ご み の 分 別 の 徹 底 や 生 ご み の 水 切 り と い っ た 市 民 が 日 常 的 に

で き る 取 り 組 み を 紹 介 す る 等 ， ご み 減 量 広 報 紙 「 ク ル ク ル ク

リ ー ン か し わ 」 や 市 ホ ー ム ペ ー ジ に よ る 啓 発 を 継 続 し ま す 。

ま た ， 啓 発 の 対 象 を 考 慮 し た 情 報 発 信 媒 体 の 利 用 や 適 切 な 広

報 時 期 の 選 択 等 を 行 い ， 転 入 者 に 向 け た 啓 発 事 業 を 行 っ て い

き ま す 。  

・ 環 境 学 習 の 推 進  

市 の 教 育 部 門 と 連 携 し ， 学 習 冊 子 の 作 成 や 出 前 授 業 の 継 続 的

な 実 施 ， 体 験 学 習 等 を 推 進 し ， ご み や 環 境 問 題 へ の 意 識 の 向

上 に 取 り 組 む 等 ， 小 中 学 生 を 対 象 と し た 環 境 学 習 の 強 化 を 図

り ま す 。  

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ リ ボ ン 館 に お け る 各 種 講 座 の 開 催 や 展

示 コ ー ナ ー で の 啓 発 展 示 に つ い て は ， 先 進 事 例 な ど の 研 究 を

行 い な が ら ， よ り 市 民 の 意 識 に 訴 え か け ， 環 境 に 関 す る 主 体

的 な 行 動 に つ な が る も の を 企 画 し て い き ま す 。  

・ 食 品 ロ ス 削 減 の 推 進  

日 本 に お け る 食 品 ロ ス の 量 は 年 間 ６ ３ ２ 万 ト ン （ 平 成 ２ ５ 年

度 ） で ， 国 民 １ 人 当 た り お 茶 腕 約 １ 杯 分 （ 約 １ ３ ６ ｇ ） の 食

品 が 毎 日 捨 て ら れ て い る 計 算 に な り ま す 。 こ の よ う な 食 品 ロ

３ Ｒ を 進 め る に は ， 本 市 を は じ め ， 市 民 ・ 事 業 者 ・ 関 係 団 体

等 ， 各 主 体 が そ れ ぞ れ の ラ イ フ ス タ イ ル や 事 業 活 動 を 見 直 し ，

ご み を で き る だ け 出 さ な い ， 環 境 負 荷 の 少 な い 行 動 に 自 主 的 に

取 り 組 む こ と が 必 要 で す 。 最 初 の １ Ｔ Ｒ Ｙ を は じ め る き っ か け

と な る 施 策 を 展 開 し ま す 。  
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ス の 削 減 を 目 指 し ， 関 係 府 省 庁 に よ る 「 食 品 ロ ス 削 減 国 民 運

動 （ Ｎ Ｏ － Ｆ Ｏ Ｏ Ｄ Ｌ Ｏ Ｓ Ｓ  Ｐ Ｒ Ｏ Ｊ Ｅ Ｃ Ｔ ） 」 が 展 開 さ れ

て い ま す 。  

こ れ ら の 現 状 を 踏 ま え ， 他 の 自 治 体 と 食 品 ロ ス 削 減 の 施 策 や

ノ ウ ハ ウ を 共 有 す る と と も に ， 家 庭 や 飲 食 店 に お け る 食 品 の

使 い き り や 食 べ き り を 促 進 す る 取 り 組 み を 推 進 し ま す 。 ま た ，

関 係 機 関 や 関 連 市 民 団 体 ， Ｎ Ｐ Ｏ 団 体 等 と 連 携 し ， イ ベ ン ト

に お け る フ ー ド ド ラ イ ブ 活 動 の 支 援 を 継 続 し ま す 。  

 

 

 

 

 

・ 生 ご み の 減 量 の 推 進  

生 ご み の 減 量 を 進 め て い く た め に ， 本 市 で は 生 ご み 処 理 容 器

等 購 入 費 補 助 制 度 を 継 続 し ， そ の 利 用 状 況 や 減 量 等 の 効 果 を

定 期 的 に 測 定 し ま す 。 今 後 は よ り 多 く の 方 に 実 践 し て も ら う

た め ， 測 定 し た 効 果 に つ い て 適 切 な 時 期 及 び 媒 体 を 選 択 し て

広 報 を 行 い ま す 。 ま た ， そ の 広 報 に あ わ せ て ， 水 切 り や 食 べ

き り 等 市 民 が 日 常 生 活 の 中 で 気 軽 に 取 り 組 む こ と の で き る 生

ご み 減 量 手 法 の 普 及 に 努 め ま す 。  

・ 家 庭 系 ご み 有 料 化 の 検 討  

家 庭 系 ご み の 有 料 化 は ， ご み 処 理 に 関 す る 費 用 負 担 の 公 平 化

の 他 ， ご み の 発 生 抑 制 及 び 最 終 処 分 量 の 削 減 に 一 定 の イ ン セ

ン テ ィ ブ を 与 え ， 「 ス リ ム か し わ 」 の 実 現 に 寄 与 す る と 考 え

ら れ ま す 。  

近 隣 市 等 の 状 況 を 調 査 し な が ら 有 料 化 の メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ

ト の 分 析 等 を 進 め ， 家 庭 系 ご み 有 料 化 の 手 法 ， 効 果 等 に 関 す

る 検 討 を 継 続 し ま す 。  

 

 

 

【ことばの解説】食品ロス，フードドライブ活動 
食品ロス（用語集 P67 参照）とは，まだ食べられるのに廃棄される食品のことを指し，

近年ではそれらの食品を集め．福祉施設等へ寄付するフードドライブ活動（用語集 P68 参
照）が広がっています。 
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②  事 業 系 ご み の 減 量  

・ 推 奨 制 度 の 拡 大  

３ Ｒ 推 進 事 業 所 ・ ３ Ｒ 推 進 店 推 奨 制 度 に つ い て ， 導 入 後 の 制

度 の 周 知 が 不 足 し て い る と い う 課 題 が あ る た め ， 市 内 の 事 業

者 へ の 周 知 を 充 実 さ せ る 広 報 を 行 う と と も に ， 登 録 事 業 者 の

情 報 を 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 へ 掲 載 し て Ｐ Ｒ を 行 い ， ３ Ｒ へ 積 極

的 に 取 り 組 む 事 業 所 ， 店 舗 等 支 援 の 拡 充 を 図 り ま す 。  

・ 事 業 系 ご み 減 量 チ ラ シ の 作 成 ・ 運 用  

ク リ ー ン セ ン タ ー へ 搬 入 さ れ た 事 業 系 ご み の 内 容 を 検 査 す る

こ と に よ り ， 資 源 品 や 不 適 物 の 混 入 等 の 分 別 状 況 を 把 握 し ，

排 出 事 業 者 へ の 指 導 や 情 報 提 供 等 に 生 か し ま す 。  

ま た ， 事 業 者 の 自 主 的 な ご み 減 量 に 向 け た 取 り 組 み を 支 援 す

る た め ， 事 業 系 ご み の 減 量 チ ラ シ を 作 成 し ， 無 理 な く 実 行 で

き る 取 り 組 み を 紹 介 し ま す 。  

中 小 規 模 事 業 者 に 対 す る 情 報 提 供 に つ い て は ， 業 種 等 の 特 性

に よ っ て 生 じ る 廃 棄 物 の 特 徴 を 考 慮 し た う え で 効 果 的 な 手 段

を 検 討 し ， ご み 減 量 の た め の 働 き か け を 強 化 し ま す 。  

・ 多 量 排 出 事 業 所 へ の 指 導 強 化  

事 業 系 一 般 廃 棄 物 減 量 計 画 書 の 様 式 が 分 か り に く く ， 提 出 率

が 低 下 し て い る こ と が 課 題 と な っ て い る た め ， 様 式 お よ び 提

出 方 法 を 見 直 す と と も に ， 提 出 さ れ た 計 画 書 等 を 分 析 し た 結

果 を も と に 直 接 訪 問 指 導 を 行 い ま す 。 指 導 に 際 し て は 事 業 者

の コ ス ト 意 識 に 訴 え か け る こ と に よ り 減 量 施 策 の 推 進 を 図 り

ま す 。  

ま た ， 一 事 業 者 と し て ， 市 も 率 先 し て ご み 減 量 に 取 り 組 み ，

他 の 事 業 者 の 規 範 と な る べ く ご み の 減 量 を 進 め ま す 。  

 

(2) リ ユ ー ス の 推 進  

・ 再 利 用 品 の 販 売 ・ 情 報 提 供  

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ リ ボ ン 館 に お い て ， 粗 大 ご み と し て 出

さ れ た 家 具 等 の 修 理 ， 展 示 ・ 販 売 を 継 続 し ま す 。  
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市 内 に お け る フ リ － マ ー ケ ッ ト の 開 催 や ， 各 種 リ フ ォ ー ム ・

修 理 ， 市 内 リ サ イ ク ル 品 取 扱 店 に つ い て 情 報 提 供 に 努 め ま す 。  

・ 環 境 物 品 へ の 転 換  

環 境 負 荷 の 少 な い 製 品 に 関 す る 情 報 を 提 供 し ま す 。  

リ ユ ー ス 食 器 （ 飲 料 用 カ ッ プ 等 ） に つ い て は ， 市 主 催 の イ ベ

ン ト 等 に お い て 活 用 を 推 進 し ま す 。  

 

(3) 資 源 化 の 推 進  

・ 指 定 ご み 袋 に よ る 分 別 徹 底 ・ 資 源 化 の 推 進  

指 定 ご み 袋 制 度 を 継 続 す る と と も に ， 分 別 区 分 が 分 か り に く

い 品 目 や 排 出 方 法 の 間 違 い の 多 い 品 目 に つ い て 情 報 を 周 知 し ，

ご み 分 別 の 徹 底 ・ 資 源 化 の 促 進 を 図 り ま す 。  

資 源 化 に 適 す る 品 目 の 調 査 と ， 排 出 方 法 や 分 別 区 分 の 見 直 し

の 検 討 を 行 い ま す 。  

・ 資 源 化 に 対 す る 適 正 対 価 の 確 保  

適 正 な 資 源 化 の 推 進 や 財 政 的 な 負 担 の 軽 減 を 図 り ， 各 種 リ サ

イ ク ル 法 の 処 理 ル ー ト を 原 則 と し つ つ ， 古 紙 や 金 属 類 等 の 売

却 を 継 続 し ま す 。  

・ 容 器 包 装 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 資 源 化  

禁 忌 品 の 混 入 等 ， 分 別 の 不 徹 底 が 課 題 と な っ て い る た め ， 広

報 等 に よ る 分 別 方 法 の 広 報 を 行 い ， 適 正 排 出 を 促 進 す る と と

も に ， 容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 を 通 じ て の 資 源 化 を 継 続 し ま

す 。  

・ 家 庭 系 紙 ご み の 資 源 化  

ざ つ 紙 を は じ め ， 資 源 化 可 能 な 紙 類 が 可 燃 ご み と し て 排 出 さ

れ て い る こ と が 課 題 と な っ て い ま す 。 こ れ ら の 紙 類 が 可 燃 ご

み に 混 入 し て 排 出 さ れ な い よ う ， 分 別 区 分 や 排 出 方 法 等 に つ

い て 広 報 を 行 い ま す 。  

・ 事 業 系 紙 ご み の 資 源 化  

ざ つ 紙 を は じ め ， 資 源 化 可 能 な 紙 類 が 可 燃 ご み と し て 排 出 さ
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れ て い る こ と が 課 題 と な っ て い ま す 。 事 業 系 ご み 減 量 チ ラ シ

の 運 用 に 合 わ せ ， 排 出 事 業 者 と 収 集 運 搬 事 業 者 と の 連 携 を 求

め ， 資 源 化 を 推 進 し ま す 。  

・ 食 品 廃 棄 物 等 の 資 源 化  

排 出 事 業 者 に よ る 食 品 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ く 食 品 廃 棄 物 等 の

資 源 化 へ の 取 り 組 み を 支 援 し ま す 。 現 在 行 っ て い る 市 内 学 校

給 食 残 渣 の 堆 肥 化 （ ド リ ー ム フ ラ ワ ー プ ロ ジ ェ ク ト ） に つ い

て は ， 継 続 し て 取 り 組 み ま す 。  

・ 小 型 家 電 リ サ イ ク ル の 推 進  

今 後 も 小 型 家 電 の 回 収 事 業 に つ い て 幅 広 い 周 知 を 行 い ， 回 収

量 の 増 加 に 努 め ま す 。  

ま た ， 市 民 の 利 便 性 を 高 め て よ り 一 層 の 活 用 を 促 す た め ， 回

収 方 法 の 改 善 や 回 収 品 目 の 追 加 等 に つ い て 検 討 し ま す 。  

・ 焼 却 灰 の 資 源 化  

北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 及 び 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー か ら 発 生 す

る 焼 却 灰 に つ い て は ， 基 準 値 を 超 え る 濃 度 の 放 射 性 物 質 が 確

認 さ れ た た め 資 源 化 を 中 止 し て い ま す 。 し か し ， 濃 度 が 十 分

に 低 下 し ， 安 全 が 確 認 で き る よ う に な っ た 場 合 ， 資 源 化 に 向

け た 取 り 組 み が 必 要 と な り ま す 。 将 来 の 資 源 化 再 開 を 目 指 し ，

資 源 化 を 図 る た め の ル ー ト の 探 索 と 検 討 を 行 い ま す 。  
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２  協 働 の 推 進  ～ 環 境 美 化 の た め に み ん な で 一 歩 前 へ ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ３ Ｒ 及 び 適 正 排 出 の 推 進 に 係 る 協 働  

①  地 域 と の 連 携 ・ 協 働  

・ 地 域 組 織 と の 連 携 の 維 持  

家 庭 系 ご み の 分 別 や 減 量 を さ ら に 進 め る た め に は ， 地 域 と の

連 携 が 不 可 欠 で す 。 地 域 に お け る ご み 出 し カ レ ン ダ ー 配 布 に

お け る 連 携 を 継 続 す る と と も に ， 町 会 長 会 議 や ご み 減 量 説 明

会 等 を 通 じ て ， 廃 棄 物 政 策 等 に 係 る 情 報 の 提 供 や 課 題 の 共 有 ，

施 策 の 浸 透 を 図 り ま す 。  

・ ご み 出 し 困 難 者 対 策  

少 子 高 齢 化 社 会 の 進 展 に よ り ご み 出 し 困 難 者 の 増 加 が 大 き な

課 題 と な る と 予 想 さ れ ま す 。 こ の よ う な 状 況 を 見 据 え ， 福 祉

部 門 と 連 携 し な が ら ， ご み 出 し 困 難 者 の サ ポ ー ト を 行 う 団 体

へ の 助 成 等 を 検 討 し ま す 。 ま た ， 粗 大 ご み 収 集 時 に お け る ご

み 出 し 困 難 者 へ の 収 集 支 援 を 検 討 し ま す 。  

 

②  市 民 ・ 事 業 者 と の 連 携 ・ 協 働  

  ・ 分 別 に 関 す る 情 報 の 周 知 の 充 実  

紙 類 や 容 器 包 装 プ ラ ス チ ッ ク 類 等 の 資 源 化 で き る 物 の 可 燃 ご

み へ の 混 入 や 分 別 の 不 徹 底 が 課 題 と な っ て い ま す 。 ご み 減 量

広 報 紙 「 ク ル ク ル ク リ ー ン か し わ 」 や ご み 出 し カ レ ン ダ ー の

市 民 ， 町 会 ・ 自 治 会 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 団 体 ， 事 業 者 ， 行 政 等 が そ れ ぞ

れ 連 携 し な が ら 役 割 を 果 た す こ と は ， 清 掃 分 野 に 限 ら ず ， 今 後

の 社 会 運 営 の 前 提 と な り ま す が ， 特 に 環 境 美 化 分 野 に 関 し て は

意 義 の 大 き な も の で す 。 本 市 で は ， こ れ ま で に 培 わ れ て き た 協

働 を 維 持 し て い く と と も に ， よ り 幅 広 い 主 体 に よ る 効 果 的 な 協

働 の 実 現 の た め ， み ん な で 一 歩 前 に 進 む た め の 取 り 組 み が 求 め

ら れ て い ま す 。  
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紙 面 内 容 の 充 実 を 図 り ,窓 口 ， 電 話 に よ る ご み 分 別 案 内 も 引 き

続 き 行 い ま す 。  

特 に ， 若 年 層 の 関 心 を 高 め る 啓 発 活 動 を 行 う こ と が 課 題 と な

っ て い る こ と か ら ， ス マ ー ト フ ォ ン で 利 用 で き る ご み 分 別 ア

プ リ 等 多 様 な 情 報 提 供 の 手 段 を 検 討 し ， よ り 多 く の 市 民 に 分

別 す る 理 由 や 方 法 等 を 理 解 し て も ら う 工 夫 を し ま す 。  

ま た ， 家 庭 か ら 排 出 さ れ る ス プ レ ー 缶 や ラ イ タ ー 等 の 危 険 物 ，

注 射 器 等 の 在 宅 医 療 廃 棄 物 に つ い て も 適 正 な 分 別 ・ 排 出 方 法

を 周 知 徹 底 し ま す 。  

  ・ 適 正 排 出 推 進 の 継 続  

ご み 出 し カ レ ン ダ ー ， ご み 分 別 早 見 表 （ ５ ０ 音 順 表 ） ， 市 ホ

ー ム ペ ー ジ 及 び 広 報 か し わ 等 を 活 用 し た ご み の 適 正 排 出 の 推

進 を 継 続 し ま す 。  

ま た ， 集 積 所 利 用 者 か ら の 相 談 に 対 し て は ， 現 場 の 確 認 ， 注

意 喚 起 の 張 り 紙 作 成 等 の 対 応 を 行 い ま す 。  

・ 転 入 者 対 策  

本 市 へ の 転 入 者 数 は 毎 年 約 ２ 万 人 程 度 と な っ て お り ， こ れ ら

の 新 た な 市 民 に 対 し ， 関 係 部 門 と 連 携 し て ， 転 入 手 続 き 時 の

ご み 出 し カ レ ン ダ ー に 加 え て ご み 分 別 早 見 表 （ ５ ０ 音 順 表 ）

配 布 の 実 施 を 検 討 し ま す 。  

ま た ， 新 た に ご み 出 し ガ イ ド ブ ッ ク の 作 成 を 検 討 し ま す 。  

・ 柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ リ ボ ン 館 事 業  

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ リ ボ ン 館 の ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 や 広 報 紙

作 成 ， 不 用 品 交 換 制 度 等 の 新 た な 業 務 へ の 取 り 組 み ， 継 続 的

な 活 動 を 見 据 え た 人 材 育 成 を 支 援 し ま す 。  

・ 町 会 ・ 自 治 会 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 団 体 と の 連 携 ・ 協 働  

若 年 層 や 子 育 て 世 代 等 へ の ご み の 適 正 な 排 出 や 資 源 品 の 分 別 ，

そ の 他 ３ Ｒ に 資 す る 活 動 を 促 進 す る た め ， 関 連 す る 町 会 ・ 自

治 会 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 団 体 と 連 携 し て ， イ ベ ン ト や 講 座 等 の 共 催 に 取

り 組 み ま す 。  
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・ イ ベ ン ト 時 の ご み 排 出 抑 制  

イ ベ ン ト や 講 座 等 の 開 催 に お い て は ， ご み の 分 別 排 出 ， 紙 資

料 の 配 布 削 減 等 を 呼 び か け ， 市 民 ， 市 民 団 体 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 団 体 ，

事 業 者 と 協 働 で ご み の 排 出 抑 制 に 取 り 組 み ま す 。  

  ・ 意 見 交 換 及 び 意 見 聴 取  

ご み 減 量 説 明 会 や 清 掃 施 設 見 学 会 を 市 民 の 意 見 を 聞 く こ と が

で き る 機 会 と し て 捉 え ， ア ン ケ ー ト や 意 見 交 換 の 時 間 等 を 設

け る こ と で 市 民 の 声 を 広 く 集 め ， 施 策 に 反 映 で き る 仕 組 み づ

く り に 取 り 組 み ま す 。  

 

(2) 適 正 処 理 ・ 安 定 処 理 の た め の 協 働  

①  地 域 と の 連 携 ・ 協 働  

・ ぽ い 捨 て 防 止  

柏 市 美 化 サ ポ ー タ ー ， 市 民 団 体 ・ 環 境 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 等 と

の 連 携 と と も に ， 地 域 清 掃 や 委 託 に よ る 各 駅 周 辺 清 掃 を 通 じ

て 地 域 の 環 境 美 化 の 推 進 に 向 け た 取 り 組 み を 継 続 い た し ま す 。  

ま た ， さ ら な る ご み の ぽ い 捨 て 防 止 に 向 け ， 横 断 幕 ， ホ ー ム

ペ ー ジ や 柏 駅 前 ア ナ ウ ン ス 等 で の 啓 発 を 実 施 し て い く こ と と

併 せ ， 路 上 喫 煙 等 防 止 指 導 員 に よ る 路 上 喫 煙 等 防 止 パ ト ロ ー

ル を 継 続 的 に 行 い ま す 。  

・ 不 法 投 棄 対 策 の 推 進  

市 民 ・ 事 業 者 ・ 警 察 ・ 近 隣 市 ・ 県 等 と 連 携 し て 監 視 活 動 を 実

施 す る と と も に ， 緊 密 な 情 報 交 換 を 図 り ， 不 法 投 棄 の 未 然 防

止 に 取 り 組 み ま す 。  

ま た ， 近 隣 市 等 と 協 力 し て 不 法 投 棄 防 止 パ ト ロ ー ル を 継 続 し

て 行 い ま す 。  

 

②  研 究 機 関 と の 連 携  

・ 安 全 な 廃 棄 物 処 理  

各 種 研 究 機 関 と 連 携 を 図 り ， 廃 棄 物 の 安 全 な 最 終 処 分 や 管 理

の 方 法 に 関 す る 知 見 を 得 る よ う 努 め ま す 。  
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３  経 費 削 減  ～ 使 う お 金 は ス リ ム に ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 維 持 管 理 業 務  

・ 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  

南 北 の 両 ク リ ー ン セ ン タ ー の 維 持 管 理 費 の 削 減 や 施 設 運 営 の

効 率 化 に 向 け ， 民 間 委 託 に よ る 維 持 管 理 を 継 続 し ， 安 定 的 な

処 理 体 制 を 維 持 し ま す 。  

・ プ ラ ス チ ッ ク 圧 縮 保 管 施 設  

適 正 に 施 設 の 維 持 管 理 が な さ れ ， 容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 を

通 じ て 容 器 包 装 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 資 源 化 が 確 実 に で き る よ う

に ， 安 定 的 な 処 理 体 制 を 継 続 し ま す 。  

 

(2) 収 集 運 搬 業 務  

退 職 等 に よ っ て 市 職 員 が 減 少 し て い る た め ， 確 実 で 安 定 的 な

収 集 運 搬 が 将 来 に お い て も 行 わ れ る よ う ， 引 き 続 き 段 階 的 な

民 間 委 託 の 導 入 に つ い て 検 討 を 進 め ま す 。  

 

(3) 広 域 処 理 に 関 す る 検 討  

旧 沼 南 地 域 に つ い て は ， 市 町 合 併 と い う 特 別 な 事 情 の 中 で

柏 ・ 白 井 ・ 鎌 ケ 谷 環 境 衛 生 組 合 に よ る 広 域 処 理 を 継 続 し て き

ま し た 。 そ の 結 果 ， 現 在 に お い て も ３ つ の 清 掃 工 場 と ２ つ の

ご み 処 理 制 度 が 継 続 し て お り ， ご み 発 生 量 と 焼 却 可 能 量 と の

市 民 の ニ ー ズ が 多 様 化 す る 一 方 ， 本 市 の 財 政 は 厳 し い 状 況 に

あ り ， 今 ま で 以 上 の 経 費 削 減 が 求 め ら れ て い ま す 。  

し か し な が ら ， 日 々 発 生 す る ご み の 処 理 は 確 実 に 行 っ て い く

必 要 が あ り ， 処 理 経 費 の 削 減 は 非 常 に 困 難 な 課 題 と な っ て い ま

す 。  

こ の よ う な こ と か ら 各 施 設 の 効 率 的 な 運 営 を 図 る と と も に ，

ご み 量 の 削 減 と 排 出 量 に 応 じ た 処 理 費 用 の 負 担 の 在 り 方 等 に つ

い て も 十 分 な 検 討 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  
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乖 離 ， ご み 処 理 に 関 す る 制 度 の 差 異 や 費 用 負 担 の 不 均 衡 等 の

問 題 が 生 じ て い ま す 。 今 後 の 本 市 全 域 に お け る 排 出 方 法 の 統

一 に 向 け た 分 別 区 分 の 見 直 し を 実 施 し ま す 。  

ま た ， 本 市 全 域 に お け る ご み 処 理 ル ー ル の 統 一 を 前 提 と し た

う え で ， よ り 財 政 的 な メ リ ッ ト の あ る 広 域 処 理 に つ い て 検 討

し ま す 。  

 

(4) 直 接 搬 入 ご み の 処 理 手 数 料 の 改 定 の 検 討  

本 市 全 域 に お け る ご み 処 理 ル ー ル の 統 一 に 向 け て ， 次 回 消 費

税 改 定 時 に 合 わ せ た 手 数 料 の 改 定 に つ い て 検 討 し ま す 。 検 討

の 際 に は ， ご み の 収 集 や 焼 却 と い っ た 処 理 サ ー ビ ス （ 受 益 ）

と そ の 手 数 料 （ 負 担 ） の 適 正 な あ り 方 等 に つ い て も 精 査 を 行

い ま す 。  
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４  適 正 処 理 の 推 進 ・ 安 定 的 な 処 理 の 継 続  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法 令 遵 守 と 適 切 な 情 報 公 開  

本 市 は ， こ れ ま で 法 令 遵 守 と 適 切 な 情 報 公 開 に 努 め て き ま し

た が ， 平 成 ２ ０ 年 の 中 核 市 移 行 後 ， 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設

置 許 可 権 限 を 新 た に 有 し た こ と に 伴 い ， よ り 厳 格 な 運 用 が 求

め ら れ て い ま す 。  

平 成 ２ ３ 年 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 福 島 第 一 原 子 力 発

電 所 事 故 の 影 響 に よ る 放 射 性 物 質 を 含 む 焼 却 灰 の 取 り 扱 い に

つ い て だ け で な く ， 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 に お け る 環 境 基 準 の

遵 守 や ダ イ オ キ シ ン 対 策 等 ， 環 境 対 策 に つ い て も 万 全 を 期 し ，

今 後 も 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 の 広 報 に お い て 測 定 結 果 等 の 定 期 的

か つ 適 切 な 情 報 の 公 開 を 行 い ま す 。  

 

(2) 適 正 な 中 間 処 理  

・ 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー ， 粗 大 ・ 不 燃 ご み 処 理 施 設  

北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 及 び 粗 大 ・ 不 燃 ご み 処 理 施 設 は ， 平 成

３ ４ 年 ３ 月 ま で の 長 期 責 任 委 託 に よ っ て 適 切 に 点 検 整 備 が 実

施 さ れ て い ま す 。 今 後 と も 安 定 的 な 稼 働 運 用 を 図 り つ つ ， 良

好 な 運 転 を 継 続 し ま す 。 委 託 期 間 終 了 時 に は 稼 働 か ら ３ ０ 年

が 経 過 す る た め ， 施 設 の 維 持 ・ 修 繕 ・ 更 新 に 向 け た 検 討 が 課

題 と な っ て い ま す 。 計 画 的 な 老 朽 化 へ の 対 策 や ご み 処 理 施 設

の 将 来 像 に つ い て ， 施 設 周 辺 町 会 等 の 意 見 を 踏 ま え な が ら 検

討 を 行 い ま す 。  

・ 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー  

南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー は ， 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー と 同 様 ， 平

現 在 ， 本 市 は 焼 却 灰 等 の 最 終 処 分 を 市 外 の 民 間 最 終 処 分 場 に

委 託 し て お り ， 中 間 処 理 施 設 の 稼 働 年 数 も 長 期 化 し て い る こ と

か ら ， 清 掃 事 業 全 般 に つ い て ， 改 め て 適 正 処 理 ・ 安 定 的 な 処 理

の 継 続 に 向 け た 方 針 の 決 定 が 求 め ら れ て い ま す 。  
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成 ３ ７ 年 ３ 月 ま で 長 期 責 任 委 託 に よ り ， 適 切 に 点 検 整 備 が 実

施 さ れ て お り ， 運 転 状 況 は 良 好 で す 。 今 後 と も 安 定 的 な 稼 働

運 用 を 図 り つ つ ， 北 部 ク リ ー ン セ ン タ ー の 将 来 像 の 検 討 に 併

せ ， 計 画 的 な 老 朽 化 対 策 や 新 た な ご み 処 理 施 設 の 検 討 に 着 手

し ま す 。  

・ 柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ  

柏 市 リ サ イ ク ル プ ラ ザ は ， 適 切 な 維 持 管 理 を 行 っ て お り ， 現

在 施 設 の 運 転 状 況 は 良 好 で す が ， 稼 働 か ら １ ４ 年 が 経 過 し ，

修 繕 す べ き 設 備 等 も 生 じ て き て い ま す 。  

今 後 も 適 正 な 処 理 体 制 を 維 持 し て い く た め ， 老 朽 化 対 策 （ 長

寿 命 化 ） に 必 要 な 整 備 等 に 関 す る 情 報 を 取 り ま と め ， 対 応 を

検 討 し て い き ま す 。  

 

(3) 安 定 的 な 最 終 処 分  

・ 市 外 の 民 間 最 終 処 分 場 へ の 委 託  

本 市 で は ， 柏 市 最 終 処 分 場 の 使 用 期 間 が 終 了 し た 平 成 ２ ３ 年

度 以 降 ， 市 外 の 民 間 最 終 処 分 場 へ の 最 終 処 分 委 託 を 行 っ て い

ま す 。 委 託 先 に つ い て は ， 搬 出 先 の 自 治 体 の 理 解 を 十 分 に 得

た う え で ， 安 定 的 な 処 理 が な さ れ る こ と を 最 優 先 に ， 費 用 負

担 を 考 慮 し 選 定 し ま す 。  

ま た ， 埋 立 物 の 排 出 者 と し て ， 安 定 的 な 最 終 処 分 が な さ れ て

い る こ と を 定 期 的 に 現 地 に お い て 確 認 し ま す 。  

・ 家 庭 系 ご み 有 料 化 の 検 討 （ 再 掲 ）  

家 庭 系 ご み の 有 料 化 は ， ご み 処 理 に 関 す る 費 用 負 担 の 公 平 化

の 他 ， ご み の 発 生 抑 制 及 び 最 終 処 分 量 の 削 減 に 一 定 の イ ン セ

ン テ ィ ブ を 与 え ， 「 ス リ ム か し わ 」 の 実 現 に 寄 与 す る と 考 え

ら れ ま す 。  

近 隣 市 等 の 状 況 を 調 査 し な が ら 有 料 化 の メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ

ト の 分 析 等 を 進 め ， 家 庭 系 ご み 有 料 化 の 手 法 ， 効 果 等 に 関 す

る 検 討 を 継 続 し ま す 。  
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５  安 全 安 心 な ご み 処 理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 危 機 管 理  

焼 却 灰 の 埋 立 処 分 を 終 了 し た 市 内 の 最 終 処 分 場 に お い て は ，

十 分 な 飛 散 ・ 流 出 防 止 対 策 や 放 射 線 漏 出 対 策 を 実 施 し ， 長 期

に わ た っ て 適 切 な 管 理 を 継 続 し ま す 。  

焼 却 施 設 に お い て は ， 排 水 や 排 気 を 経 由 し て 放 射 性 物 質 が 放

出 さ れ る こ と の な い よ う ， 適 切 な 維 持 管 理 を 行 い ， 安 定 的 な

処 理 を 継 続 し ま す 。  

市 内 ３ 箇 所 で 仮 保 管 を 継 続 し て い る 放 射 性 物 質 汚 染 対 処 特 措

法 に よ り 指 定 さ れ た 指 定 廃 棄 物 に つ い て は ， 国 が 責 任 を 持 っ

て 処 理 し て い く も の で あ る た め ， 指 定 廃 棄 物 の 処 理 先 と な る

国 の 長 期 管 理 施 設 が 早 期 に 確 保 さ れ る よ う ， 同 様 の 問 題 を 抱

え る 近 隣 市 等 と の 連 携 の も と ， 適 宜 ， 国 へ 働 き か け る と と も

に ， 一 層 の 安 全 安 心 な 仮 保 管 に 努 め ま す 。  

 

(2) 災 害 廃 棄 物 の 処 理 体 制 の 整 備  

本 市 で は ， 危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル の 整 備 や 災 害 協 定 の 締 結 と い

っ た 危 機 管 理 対 応 に 取 り 組 ん で き ま し た が ， 近 年 頻 発 す る 風

水 害 や 地 震 等 へ 対 応 す る た め ， 災 害 廃 棄 物 の 円 滑 か つ 安 全 安

心 な 処 理 に 向 け た 体 制 の 整 備 が 課 題 と な っ て い ま す 。 そ の た

め ， 発 災 後 の 応 急 対 応 か ら 復 旧 復 興 の 対 応 ま で を 定 め た 災 害

平 成 ２ ３ 年 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 福 島 第 一 原 子 力 発

電 所 事 故 以 降 ， 南 北 の 両 ク リ ー ン セ ン タ ー か ら 排 出 さ れ る 基 準

値 を 超 え る 濃 度 の 放 射 性 物 質 が 確 認 さ れ ， ま た ， 近 年 各 地 で 発

生 す る 地 震 や 風 水 害 に お け る 多 量 の 災 害 廃 棄 物 の 発 生 と 処 理 の

問 題 を 受 け て ， 災 害 発 生 時 に お け る 危 機 管 理 及 び ご み の 円 滑 か

つ 安 全 安 心 な 処 理 に つ い て 高 い 関 心 が 寄 せ ら れ て い ま す 。  

ま た ， 収 集 運 搬 に お い て 爆 発 や 火 災 ， 環 境 汚 染 の 恐 れ の あ る

危 険 物 や 有 害 廃 棄 物 を 安 全 か つ 確 実 に 処 理 す る た め ， 適 正 な 排

出 方 法 等 に つ い て 情 報 の 周 知 徹 底 が 求 め ら れ て い ま す 。  
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廃 棄 物 処 理 計 画 を 策 定 し ま す 。  

 

(3) 危 険 物 及 び 有 害 物 質 を 含 む 廃 棄 物 の 適 正 排 出  

ス プ レ ー 缶 や ラ イ タ ー 等 の 不 適 正 な 排 出 は ， ご み 収 集 車 で の

爆 発 や 火 災 の 原 因 と な る 恐 れ が あ り ま す 。 ま た ， 今 後 在 宅 医

療 の 普 及 に 伴 い 増 加 が 見 込 ま れ る 注 射 器 等 の 在 宅 医 療 廃 棄 物

に つ い て は ， け が や 感 染 症 の 原 因 と な る 恐 れ が あ り ま す 。 こ

れ ら に つ い て は ， ご み 出 し カ レ ン ダ ー や 市 ホ ー ム ペ ー ジ ， 広

報 か し わ 等 に よ り 分 別 方 法 を 周 知 徹 底 し ， 排 出 時 の 混 入 防 止

を 図 り ， 収 集 作 業 の 安 全 性 を 確 保 し ま す 。  

ま た ， 新 た に 制 定 さ れ た 「 水 銀 に よ る 環 境 の 汚 染 の 防 止 に 関

す る 法 律 」 （ 平 成 ２ ７ 年 法 律 第 ４ ２ 号 ） で は ， 市 町 村 は 廃 棄

さ れ た 水 銀 使 用 製 品 の 適 正 な 回 収 に 必 要 な 措 置 の 実 施 に 努 め

る こ と が 求 め ら れ て い ま す 。 本 市 に お い て も 国 の ガ イ ド ラ イ

ン を 踏 ま え ， 水 銀 使 用 廃 製 品 の 適 正 な 処 理 に 向 け ， 排 出 方 法

等 の 周 知 を 図 り ま す 。  
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第 ５ 章  計 画 の 推 進 体 制 と 進 行 管 理  

 

１  推 進 体 制  

 

 「 第 ４ 章  こ れ か ら の 施 策 」 に お け る 各 施 策 の 実 効 性 ・ 継 続 性

を 高 め る た め に は ， 行 政 だ け で は な く ， 市 民 ， 町 会 ・ 自 治 会 ・ Ｎ

Ｐ Ｏ 団 体 ， 事 業 者 等 が そ れ ぞ れ の 役 割 を 果 た す と と も に ， こ れ ら

の 様 々 な 主 体 が 自 主 的 に 又 協 働 し て 取 り 組 む 体 制 が 必 要 で す 。  

 本 市 は ， 協 働 体 制 の 構 築 に 向 け て ， 各 種 情 報 の 発 信 や 各 主 体 が

意 見 交 換 ・ 交 流 す る 場 の 創 出 等 に 努 め ま す 。 ま た ， 本 市 だ け で は

対 応 が 困 難 な 事 項 に つ い て は ， 近 隣 市 等 と の 連 携 や 国 ・ 県 に 対 す

る 働 き か け を 行 い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-1 市 民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 等 の 協 働 体 制  

 

環境に配慮したサービスの提供 

環境に配慮した購買行動 

市 民  

町 会 ・ 自 治 会  

NPO 団 体  

 

事 業 者  

 

 

行 政  
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２  進 行 管 理  

 

 計 画 の 進 行 管 理 は 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 考 え 方 で あ る Ｐ

Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル に よ り 行 い ま す 。  

計 画 （ Ｐ ｌ ａ ｎ ） に 沿 っ た 施 策 を 実 施 （ Ｄ ｏ ） し ， 目 標 値 の 達

成 状 況 や 市 民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 の 取 り 組 み の 状 況 等 に つ い て 点 検 ・

評 価 （ Ｃ ｈ ｅ ｃ ｋ ） を 行 い ， 必 要 に 応 じ て 施 策 の 改 善 や 計 画 の 見

直 し （ Ａ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 等 を 図 り ま す 。  

 ま た ， 社 会 情 勢 の 変 化 や 関 係 法 令 の 改 正 等 の 動 向 に 適 切 に 対 応

す る た め ， 必 要 に 応 じ て 計 画 の 見 直 し を 行 う も の と し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-2 進 行 管 理 手 法  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 生活排水処理基本計画 
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第 １ 章  現 状  

 

１  処 理 体 系  

 

本 市 の 生 活 排 水 の 処 理 体 系 は ， 図 3-1-1， 図 3-1-2 の と お り で

す 。 旧 沼 南 地 域 の 処 理 は 本 市 ， 白 井 市 及 び 鎌 ケ 谷 市 の ３ 市 で 組 織

す る 柏 ・ 白 井 ・ 鎌 ケ 谷 環 境 衛 生 組 合 に お い て 処 理 を 行 っ て い ま す 。  

【 旧 柏 地 域 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1 旧 柏 地 域 の 生 活 排 水 の 処 理 体 系  

【 旧 沼 南 地 域 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2  旧 沼 南 地 域 の 生 活 排 水 の 処 理 体 系

【排　出】 【処　理】

水洗化

非水洗化 し尿

浄化槽汚泥

仮設トイレ

手賀沼処理区

市収集（委託）

江戸川左岸流域下水道

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

手賀沼流域下水道

公共下水道 流域下水道

清掃許可業者収集

山高野浄化センター
100ｋｌ／日

一般家庭・共同住宅
事業所等

江戸川左岸処理区

【排　出】 【処　理】

仮設トイレ

し尿
一般家庭・共同住宅

事業所等
市収集（委託）

非水洗化

水洗化

公共下水道 流域下水道 手賀沼処理区 手賀沼流域下水道

合併処理浄化槽

浄化槽汚泥

清掃許可業者収集
アクアセンターあじさい

138ｋｌ／日
（旧沼南地域，白井市，
鎌ケ谷市の合計設計値）

単独処理浄化槽
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２  処 理 形 態 別 人 口  

 

本 市 の 生 活 排 水 の 処 理 形 態 別 人 口 は ， 表 3-1-1， 表 3-1-2 の と

お り で す 。  

【 旧 柏 地 域 】  

表 3-1-1 旧 柏 地 域 の 生 活 排 水 の 処 理 形 態 別 人 口  

 

 

 

 

 

 

【 旧 沼 南 地 域 】  

表 3-1-2 旧 沼 南 地 域 の 生 活 排 水 の 処 理 形 態 別 人 口  

 

 

 

 

 

 

 

３  下 水 道 計 画  

 

本 市 の 下 水 道 計 画 の 概 要 は ， 表 3-1-3， 表 3-1-4 の と お り で す 。  

【 旧 柏 地 域 】  

表 3-1-3 旧 柏 地 域 の 下 水 道 計 画 の 概 要  

 

 

 

 

【 旧 沼 南 地 域 】  

表 3-1-4 旧 沼 南 地 域 の 下 水 道 計 画 の 概 要  

 

                             

（人）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1.計画処理区域内人口 330,329 334,066 336,929 340,411 343,422 345,512 344,648 350,200 352,296 354,511 357,576

2.水洗化人口 324,976 329,142 332,621 336,374 339,559 341,887 341,237 347,008 349,316 351,707 354,927

(1)公共下水道人口 272,543 281,497 264,353 272,480 275,479 285,199 286,473 287,818 289,633 294,126 297,687

(2)浄化槽人口 52,433 47,645 68,268 63,894 64,080 56,688 54,764 59,190 59,683 57,581 57,240

(3)その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.非水洗化人口 5,353 4,924 4,308 4,037 3,863 3,625 3,411 3,192 2,980 2,804 2,649

4.計画処理区域外人口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（人）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1.計画処理区域内人口 47,145 47,933 48,894 49,816 50,766 51,555 51,603 52,137 52,065 52,324 52,457

2.水洗化人口 44,740 45,670 46,332 47,470 48,494 49,358 49,500 50,176 50,139 50,539 50,746

(1)公共下水道人口 34,915 33,607 34,986 35,185 36,516 37,735 38,402 39,080 38,944 38,925 38,915

(2)浄化槽人口 9,825 12,063 11,346 12,285 11,978 11,623 11,098 11,096 11,195 11,614 11,831

(3)その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.非水洗化人口 2,405 2,263 2,562 2,346 2,272 2,197 2,103 1,961 1,926 1,785 1,711

4.計画処理区域外人口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

全体計画 都市計画決定 事業認可

対象面積(ha) 5,501 4,166 4,166

対象人口(人) 323,760 301,720 317,440

対象面積 315 257 253

対象人口(人) 21,700 19,600 19,110

処理区

手賀沼処理区

江戸川左岸処理区

全体計画 都市計画決定 事業認可

対象面積(ha) 1,544 1,011 878

対象人口(人) 48,940 44,280 45,100

処理区

手賀沼処理区
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４  し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 処 理 手 数 料  

 

本 市 の し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 手 数 料 は ， 表 3-1-5， 表 3-1-

6 の と お り で す 。  

 

【 旧 柏 地 域 】  

表 3-1-5 旧 柏 地 域 の し 尿 処 理 手 数 料  

 

 

 

 

 

【 旧 沼 南 地 域 】  

表 3-1-6 旧 沼 南 地 域 の し 尿 処 理 手 数 料  

     

 

 

 

 

 

５  し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 処 理 量  

 

本 市 の し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 量 は ， 図 3-1-3， 表 3-1-7 の

と お り で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

種類 対象 手数料

定額制 一般家庭 1世帯当り月額432円

従量制 事業所及び共同住宅等 1リットルにつき3.45円

仮設トイレ 10ｋｇまでごとに10.8円

10ｋｇまでごとに10.8円

し尿

浄化槽汚泥

図 3-1-3 本 市 全 域 の し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 処 理 量  

種類 対象 手数料

定額制 一般家庭 1世帯当り月額432円

従量制 事業所及び共同住宅等 1リットルにつき3.45円

仮設トイレ 1,800リットルにつき540円

1,800リットルにつき540円浄化槽汚泥

し尿

0
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100,000

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

（％）（kl／年）

（年度）

し尿 浄化槽汚泥 浄化槽汚泥率

実績値 推測値
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表 3-1-7  本 市 全 域 の し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 処 理 量  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  処 理 施 設 の 概 要  

 

本 市 の 処 理 施 設 の 概 要 は ， 表 3-1-8， 表 3-1-9 の と お り で す 。  

 

表 3-1-8 山高野浄化センターの概要 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-1-9 アクアセンターあじさいの概要 

    

 

      

 

所在地 　船戸2115番地

形式   標準脱窒素処理方式＋高度処理

処理能力   100kl／日（し尿 21kl／日，浄化槽汚泥 79kl／日）

稼働年月 　昭和44年３月　　　90kl／日

　昭和50年２月　　　70kl／日　増設

　昭和58年４月　　120kl／日　増設

　平成16年４月　　100kl／日　改修

　※90kl／日，70kl／日は廃止

26 27 28 29 30 31 32 33

浄化槽汚泥 19,198 19,628 17,597 16,527 15,413 15,283 15,097 14,868

旧柏地域 14,440 14,569 12,635 12,192 11,715 11,873 11,992 12,086

旧沼南地域 4,758 5,059 4,961 4,336 3,698 3,410 3,104 2,781

し尿 4,612 4,514 4,267 4,044 3,837 3,645 3,466 3,299

旧柏地域 2,889 2,707 2,551 2,413 2,286 2,171 2,064 1,966

旧沼南地域 1,723 1,807 1,716 1,632 1,551 1,474 1,401 1,333

注１　平成27年度までは実績値，平成28年度以降は推測値。

H17 18 19 20 21 22 23 24 25

浄化槽汚泥 25,076 24,233 23,846 23,301 21,590 21,782 20,492 19,732 20,321

旧柏地域 19,623 18,793 18,556 17,447 16,078 15,956 15,178 14,416 15,024

旧沼南地域 5,453 5,440 5,290 5,854 5,512 5,826 5,314 5,316 5,297

し尿 7,914 7,450 7,031 6,932 6,599 6,261 5,127 4,841 4,661

旧柏地域 4,982 4,419 3,970 3,890 3,459 3,301 3,162 2,922 2,846

旧沼南地域 2,932 3,031 3,061 3,042 3,140 2,960 1,965 1,919 1,815

（ｋｌ／年）

所在地 　鎌ヶ谷市軽井沢2102番地1

形式   高負荷脱窒素処理方式＋高度処理

処理能力   138kl／日（し尿 52kl／日，浄化槽汚泥 86kl／日）

稼働年月 　平成11年３月
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７  現 状 の 課 題  

 

し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 に つ い て は ， 一 般 ご み と 同 様 ， 旧 柏 地

域 と 旧 沼 南 地 域 と で は 事 業 主 体 が 異 な っ て お り ， 排 出 者 で あ る 市

民 や 市 内 事 業 者 が し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 を 収 集 ・ 運 搬 す る 業 者 に 支 払

う 費 用 は 均 一 で す が ， 収 集 ・ 運 搬 業 者 が し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理

施 設 へ 搬 入 す る 際 の 手 数 料 は ， 不 均 一 と な っ て い ま す 。  

公 共 下 水 道 人 口 の 増 加 に よ り ， し 尿 ・ 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 量 は 減

少 傾 向 に あ り ま す の で ， 稼 働 施 設 の 維 持 管 理 を 含 め ， 将 来 的 に ，

よ り ス リ ム で 安 定 し た 処 理 を 継 続 し て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。  

ま た ， 下 水 道 未 整 備 地 域 に つ い て は ， 手 賀 沼 や 流 域 河 川 等 の 水

質 改 善 の た め ， し 尿 及 び 生 活 雑 排 水 を 併 せ て 処 理 す る 合 併 処 理 浄

化 槽 の 整 備 促 進 も 引 き 続 き 必 要 で す 。  
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第 ２ 章  生 活 排 水 処 理 基 本 計 画  

 

１  基 本 理 念  

 

本 市 で は ， 手 賀 沼 等 に お け る 水 質 汚 濁 が 大 き な 問 題 と な っ て い

ま す 。  

千 葉 県 の 「 手 賀 沼 に 係 る 湖 沼 水 質 保 全 計 画 」 等 に 基 づ く 整 備 ・

対 策 事 業 に よ り ， 手 賀 沼 の 水 質 は 大 幅 に 改 善 さ れ て い ま す が ， 湖

沼 の 汚 濁 状 況 の 指 標 と な る Ｃ Ｏ Ｄ （ 化 学 的 酸 素 要 求 量 ） は ， 未 だ

環 境 基 準 を 達 成 で き て お ら ず ， 引 き 続 き 対 策 を 講 じ る 必 要 が あ り

ま す 。  

そ れ ら の 水 質 汚 濁 を 改 善 す る た め ， よ り 衛 生 的 な 生 活 環 境 を 維

持 し ， 健 全 な 水 環 境 の 形 成 を 図 り ま す 。  

 

２  目 標  

 

健 全 な 水 環 境 の 形 成 を 図 る た め ， 下 水 道 整 備 の 推 進 ， 下 水 道 未

整 備 地 域 の 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 ， 単 独 処 理 浄 化 槽 か ら 合 併 処 理 浄

化 槽 へ の さ ら な る 切 替 え 促 進 等 ， 生 活 排 水 処 理 を 適 切 に 行 う こ と

を 目 標 と し ま す 。  

 

３  整 備 方 針  

 

生 活 排 水 処 理 基 本 計 画 策 定 の 基 本 的 な 考 え 方 と し て ， 市 内 の 生

活 排 水 は ， 最 終 的 に 公 共 下 水 道 及 び 合 併 処 理 浄 化 槽 に よ り 処 理 す

る こ と と し ま す 。  

公 共 下 水 道 が 未 整 備 及 び 整 備 計 画 対 象 外 で あ る 地 域 は ， 合 併 処

理 浄 化 槽 に よ る 処 理 を 推 進 し ま す 。  

汲 み 取 り し 尿 の 量 は 減 少 の 傾 向 が 今 後 も 見 込 ま れ ， 浄 化 槽 汚 泥

に つ い て は 今 後 も あ る 程 度 の 排 出 量 が 見 込 ま れ ま す 。 そ の た め ，

安 定 し た 処 理 を 推 進 し て い く た め に 収 集 量 に 応 じ た 最 適 な 収 集 ・

処 理 体 制 を 検 討 し ま す 。  
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４  施 策 の 方 向 性  

 

(1) 浄 化 槽 汚 泥  

浄 化 槽 設 置 の 家 庭 及 び 事 業 所 等 は ， 定 期 清 掃 ・ 保 守 点 検 と 水

質 検 査 を 徹 底 す る こ と で 浄 化 槽 の 健 全 な 機 能 を 維 持 す る こ と

と し ま す 。  

浄 化 槽 汚 泥 の 収 集 は 両 地 域 と も 許 可 業 者 が 行 い ま す 。  

浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 は ， 旧 柏 地 域 は 市 の 処 理 施 設 （ 山 高 野 浄 化

セ ン タ ー ） で ， 旧 沼 南 地 域 は 柏 ・ 白 井 ・ 鎌 ケ 谷 環 境 衛 生 組 合

（ ア ク ア セ ン タ ー あ じ さ い ） に お い て 行 い ま す 。  

 

(2) し 尿 処 理  

し 尿 収 集 は ， 両 地 域 と も 委 託 業 者 が 行 い ま す 。 仮 設 ト イ レ 等

に つ い て は ， 両 地 域 と も 許 可 業 者 が 収 集 を 行 い ま す 。 処 理 に

つ い て は 浄 化 槽 汚 泥 と 同 様 に 対 応 し ま す 。  

 

５  今 後 の 検 討 事 項  

 

将 来 の 処 理 対 象 の 動 向 を 考 慮 し ， 適 切 な 処 理 体 制 を 随 時 見 直 す

と と も に ， 最 適 な 処 理 を 行 う 手 段 に つ い て 検 討 を 行 い ま す 。  

一 般 ご み と 同 様 ， 一 部 負 担 費 用 の 不 均 衡 等 と い っ た 問 題 が 生 じ ，

今 後 の 課 題 と な っ て い ま す 。  

本 市 全 域 に お け る ル ー ル の 統 一 を 前 提 と し た う え で ， よ り 財 政

的 な メ リ ッ ト の あ る 広 域 処 理 に つ い て ， 検 討 を 進 め ま す 。  

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語集 
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あ行 

一般廃棄物 

廃棄物処理法において産業廃棄物として

あげられているもの以外の廃棄物をいう。一

般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分類

される。また，「ごみ」は商店，オフィス，

レストラン等の事業活動によって生じた「事

業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生

じた「家庭系ごみ」に分類される。 

一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物処理法において，市町村は当該市町

村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計

画（「一般廃棄物処理計画」という）を定め

なければならないとされている。一般廃棄物

処理計画は，①長期的視点に立った市町村の

一般廃棄物処理の基本となる計画（一般廃棄 

物処理基本計画）と，②基本計画に基づき各

年度ごとに，一般廃棄物の排出抑制，減量

化・再生利用の推進，収集，運搬，処分等に

ついて定める計画（一般廃棄物処理実施計

画）から構成されるものであり，それぞれご

みに関する部分，生活排水に関する部分から

構成されている。このうち基本計画は 10～

15 年の長期計画とし，おおむね５年ごとに

改訂するほか，計画の前提となる諸条件に大

きな変動があった場合にも見直しを行うこ

とが適切であるとされている。 

エコセメント 

下水汚泥や廃棄物焼却灰等を原料として

含むセメントのこと。約 1,500℃の高温で焼

成するため，廃棄物に含まれるダイオキシン

類等の有機化合物は，水，炭酸ガス，塩素 

ガス等に分解され，セメントの安全性も確 

 

 

保できる。これまで最終処分場に廃棄されて

いた廃棄物をセメントにリサイクルできる

ため，逼迫する最終処分場問題を解決する処

理方法として注目されている。最近では，ダ

イオキシン類汚染土壌をエコセメントの原

料として使用する取組みも行われている。 

 

か行 

仮設トイレ 

事業活動に伴い，事業関係者が使用するト

イレを臨時に設置し，事業終了と共に撤去す

るもの。主として建設現場やイベント会場等

に設置されたトイレをさす。 

環境負荷 

人間の活動が環境に与える影響をいう。単

独では環境への悪影響を及ぼさないが，集積

することで悪影響を及ぼすものも含む。環境

基本法では，環境への負荷を「人の活動によ

り，環境に加えられる影響であって，環境の

保全上の支障の原因となるおそれのあるも

のをいう。」としている。 

環境物品等 

環境負荷低減に資する物品及びサービス

をさし，グリーン購入法（国等による環境物

品等の調達の推進等に関する法律）に規定さ

れている。国等では同法に基づく基本方針に

沿って調達方針を定めて環境物品等の調達

を推進している。同法には自治体等も毎年度，

環境物品等の調達方針を作成し，当該方針に

基づき物品等の調達を行うよう努める規定

がある。基本方針に定められる特定調達品目

（国等の各機関が重点的に調達を推進する

環境物品等の種類）は紙やコピー機等の事務

用語集     
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用品，家電製品，自動車からパソコン等多岐

にわたっている。 

協働（パートナーシップ） 

市民・事業者・市等，これまで各々の目的

に応じた生活や事業等を行い，それぞれの立

場に応じた公平な役割分担のもとに，環境保

全やまちづくり等共通の目標，理念を持ち，

その実現に向けた取組みを行うときの協調

的関係のこと。 

 

さ行 

最終処分（場） 

リサイクルや中間処理できない廃棄物を

最終処分（埋立）するための処分場のこと。

廃棄物の種類により，一般廃棄物最終処分場

と産業廃棄物最終処分場に分けられる。また，

処分する廃棄物の種類により，構造上，管理

型最終処分場，遮断型最終処分場，安定型最

終処分場がある。 

３Ｒ 

リデュース（Reduce：廃棄物の発生抑制），

リユース（Reuse：使用済み製品・部品の利

用），リサイクル（Recycle：循環利用）のこ

と。 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，廃

棄物処理法と同法施行令で 20 種類が指定さ

れている。指定された 20 種類は，①燃えが

ら，②汚泥，③廃油，④廃酸，⑤廃アルカリ，

⑥廃プラスチック，⑦紙くず，⑧木くず，⑨

繊維くず，⑩動物性残渣，⑪動物性固形不要

物，⑫ゴムくず，⑬金属くず，⑭ガラスくず，

コンクリートくず及び陶磁器くず，⑮鉱さい，

⑯がれき類，⑰動物のふん尿，⑱動物の死体，

⑲ばいじん類，⑳上記 19 種類の産業廃棄物

を処分するために処理したもの，となる。 

資源化 

ごみとして出されるものの中から，利用で

きるものを分別収集や中間処理施設等で選

別により取り出し再利用することをいう。資

源として分けられたごみが同じ製品，あるい

は別の新たな製品の原材料として再生利用

されるマテリアルリサイクルや，熱利用を行

うサーマルリサイクル等がある。 

収集運搬 

廃棄物の保管，積み込み，積み替え運び，

荷卸しのこと。廃棄物処理法では収集と運搬

は単独の用語で用いられている。自治体の処

理経費に占める収集運搬費用は大きなウエ

イトを占めており，収集運搬の効率化が求め

られている。 

従量制 

処理量に応じた手数料等の賦課方式。し尿

処理手数料の算出に使用されている。 

循環型社会 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に

代わるものとして提示された概念。循環型社

会形成推進基本法では，第一に製品等が廃棄

物等となることを抑制し，第二に排出された

廃棄物等についてはできるだけ資源として

適正に利用し，最後にどうしても利用できな

いものは適正に処分することが徹底される

ことにより実現される，「天然資源の消費が

抑制され，環境への負荷ができる限り低減さ

れた社会」としている。また，循環型社会形

成推進基本計画では，具体的な循環型社会の

イメージを提示している。 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会を形成するための基本法で，平

成 12 年の第 147 通常国会で成立した。製品
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の製造から排出まで生産者が一定の責任を

負う「拡大生産者責任」（ＥＰＲ）を一般原

則として盛り込み，廃棄物の最終処分量を削

減するため(1)廃棄物の発生抑制（リデュー

ス）」(2)使用済み製品をそのまま使う「再使

用（リユース）」(3)使用済み製品を原材料と

して利用する「再生利用（リサイクル）」(4)

廃棄物の「適正処分」，の優先順位を明記し

た。また，政府が「循環型社会形成推進基本

計画」を平成 15 年 10 月１日までに策定し，

おおむね５年ごとに見直すこと等を規定し

ており，直近では平成 25 年５月に第三次循

環型社会形成推進基本計画が策定されてい

る。 

浄化槽汚泥 

公共下水道がない地域でし尿やその他雑

排水等を処理する浄化槽から発生する汚泥

のこと。処理はし尿処理施設で処理されるが，

近年下水道の普及に伴う浄化槽の設置基数

の減少により発生量が減少している。 

食品廃棄物 

「食品が食用に供された後に，または食用

に供されずに廃棄されたもの」，「食品の製造，

加工又は調理の過程において副次的に得ら

れた物品のうち食用に供することができな

いもの」をさす。具体的には，食品の製造加

工業から発生する動植物性残渣（産廃），流

通段階で売れ残り廃棄される賞味期限切れ

の食品，外食産業や家庭から出る調理くず，

食べ残し等をいう。 

食品ロス 

まだ食べられるのに廃棄される食品のこ

と。 

水洗化人口 

公共下水道及び浄化槽処理を行っている

世帯の人口を示す。公共下水道の普及により

増加傾向にある。 

スラグ 

都市ごみや下水汚泥の焼却灰を高周波炉

やアーク炉等を用いて溶融処理した場合の

生成物や，可燃廃棄物をガス化溶融した際に

生成する溶融物をスラグ又は溶融スラグと

いう。廃棄物又はその灰を溶融すると，容積

が大幅に減少するだけではなく，有害有機物

質は高温で分解され，また重金属等はガラス

又は結晶中に安定的な形で封じ込められる

利点がある。スラグは路盤材やコンクリート

製品用の骨材等にリサイクルされている。 

総資源化率 

 直接資源化量，中間処理後再生利用量，集

団回収量の合計をごみの総排出量（集団回収

量含む）で除した値。 

 

た行 

中間処理 

収集したごみの焼却，下水汚泥の脱水，不

燃ごみの破砕，選別等により，できるだけご

みの体積と重量を減らし，最終処分場に埋立

後も環境に悪影響を与えないように処理す

ること。さらに，鉄やアルミ，ガラス等再生

資源として利用できるものを選別回収し，有

効利用する役割もある。 

定額制 

汲み取りし尿の処理手数料の徴収方式で

一家庭等の単位で一定額を徴収する。 

ドリームフラワープロジェクト 

 企業・千葉大学・柏市が連携して，学校

現場における「環境学習の機会」と「資源循

環型社会の実践」を支援する取り組みのこと。

具体的には，給食残渣からできた堆肥を使っ
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て，子どもたちが学校花壇に花を咲かせる過

程を支援する。また，花の配置は子どもたち

がデザインを行う。 

 

は行 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

廃棄物の適正な処理と生活環境の保全を

目的として，昭和 45 年のいわゆる公害国会

において制定された法律で，「廃棄物処理法」

「廃掃法」等と略される。同法が対象とする

廃棄物は，第２条に「汚物又は不要物であっ

て固形状又は液状のもの」と定義されている。

これらをさらに産業廃棄物とそれ以外の一

般廃棄物とに分類してそれぞれの処理にか

かる責任の所在と内容・方法・業及び施設設

置の許可，同法の違反に対する罰則等につい

て規定している。同法は，社会の変化に応じ

て数回に渡る改正を経て現在に至っている。

これまでの改正は，廃棄物の排出抑制及び再

生が同法の目的規定に盛り込まれたほか，廃

棄物の適正処理の確保，廃棄物処理施設の整

備，不法投棄の防止等に重点をおいた規定の

追加・見直しがされている。 

排出原単位 

 市民１人が１日に排出するごみ量のこと。

ごみ排出量を人口と年間日数で除した値。 

灰溶融 

焼却灰をさらに約 1,500℃で溶かす（溶融

する）こと。溶融後に冷却して，スラグやメ

タル等を資源物として回収する。灰溶融は，

ストーカ式や流動床式のごみ焼却炉から排

出される焼却灰を対象としている。溶融の方

式は，溶融のための熱源の違いにより，燃料

式と電気式に大別される。 

破砕 

大型ごみや複合素材の製品を細かく砕く

こと。焼却炉内での燃焼効率を高めることや，

資源物をごみから分離・抽出しやすくするこ

とを目的とする。ごみ処理施設としての破砕

処理施設は，前処理工程で，爆発の危険性の

あるものや破砕しにくいものを取り除いた

後，主工程で破砕し，選別（再利用できるも

のを分離）する。危険物の混入や投入するご

みの材質によって，破砕機の能力が十分に発

揮できないといった問題が生じている。 

非水洗化人口 

汲み取りし尿処理を行っている世帯の人

口を示す。近年の下水道の普及により減少し

ている。 

フードドライブ活動 

家庭に眠っている食品で品質に問題のな

いものについて，学校や職場等に持ち寄り，

地域の福祉団体や施設等に寄付する活動の

こと。集められた食品は，福祉団体や支援団

体等を通じて必要とする人々へ届けられる。 

 

や行 

容器包装リサイクル法（容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律） 

家庭系ごみ等の一般廃棄物の中で，容器包

装廃棄物であるびん・缶・飲料用紙パック・

ペットボトルのリサイクルを推進し，ごみの

減量化とリサイクルの実現を図るために，平

成９年４月に施行された。同法は，家庭から

一般廃棄物として排出される容器包装廃棄

物のリサイクルシステムを確立するため，

「消費者が分別排出」し，「市町村が分別収

集」し，「事業者が再商品化（リサイクル）」

するという各々の役割分担を規定している。
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平成９年度より，大企業に対しガラスびん，

ペットボトルについて再商品化（リサイク

ル）義務を課している。さらに，平成 12 年

度からは，一部の小規模企業者を除くすべて

の特定事業者に対し再商品化義務を課し，対

象とする容器包装も上記の他に紙製の容器

包装，プラスチック製の容器包装が新たに加

えられた。 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の現行計画との比較表 
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基本方針
(第1分類)

施策
(第2分類)

施策内容
(第3分類)

個別施策
(第4分類)

基本方針
(第1分類)

施策
(第2分類)

施策内容
(第3分類)

個別施策
(第4分類)

・啓発事業の推進 ・啓発事業の推進

・環境学習の推進 ・環境学習の推進

・買い物袋持参運動の推進 ・食品ロス削減の推進

・推奨制度の拡大 ・生ごみの減量の推進

・事業系ごみ排出マニュアルの作成・運用 ・家庭系ごみ有料化の検討

・多量排出事業所への指導強化 ・推奨制度の拡大

・再利用品の販売・情報提供 ・事業系ごみ減量チラシの作成・運用

・環境物品への転換 ・多量排出事業所への指導強化

・指定ごみ袋による分別徹底・資源化の推進 ・再利用品の販売・情報提供

・資源化に対する適正対価の確保 ・環境物品への転換

・容器包装プラスチック類の資源化 ・指定ごみ袋による分別徹底・資源化の推進

・剪定枝の資源化 ・資源化に対する適正対価の確保

・紙ごみの資源化 ・容器包装プラスチック類の資源化

・生ごみの資源化 ・家庭系紙ごみの資源化

・焼却灰の資源化 ・事業系紙ごみの資源化

・地域組織との連携維持 ・食品廃棄物等の資源化

・排出指導の継続 ・小型家電リサイクルの推進

・特定世代向け分別リーフレットの作成等 ・焼却灰の資源化

・リサイクルプラザリボン館事業 ・地域組織との連携の維持

・違反ごみ出し・ぽい捨て防止 ・ごみ出し困難者対策

・不法投棄対策の推進 ・分別に関する情報の周知の充実

・安全な廃棄物処理 ・適正排出推進の継続

・高齢化社会における清掃行政 ・転入者対策

・北部クリーンセンター，南部クリーンセンター ・柏市リサイクルプラザリボン館事業

・プラスチック圧縮保管施設 ・町会・自治会・ＮＰＯ団体との連携・協働

(2) 収集運搬業務 ・イベント時のごみ排出抑制

(3) 広域処理に関する検討 ・意見交換及び意見聴取

(4) ごみ処理手数料の改定の検討 ・ぽい捨て防止

(1) 法令遵守と適切な情報公開 ・不法投棄対策の推進

(2) 危機管理 ②研究機関との連携 ・安全な廃棄物処理

・北部クリーンセンター，粗大・不燃ごみ処理施設 ・北部クリーンセンター，南部クリーンセンター

・南部クリーンセンター ・プラスチック圧縮保管施設

・柏市リサイクルプラザ (2) 収集運搬業務

・市外最終処分場委託 (3) 広域処理に関する検討

・家庭ごみ有料化の検討 (4) 直接搬入ごみの処理手数料の改定の検討

・資源化の推進 (1) 法令遵守と適切な情報公開

・北部クリーンセンター，粗大・不燃ごみ処理施設

・南部クリーンセンター

・柏市リサイクルプラザ

・市外の民間最終処分場への委託

・家庭系ごみ有料化の検討(再掲）

(1) 危機管理

(2) 災害廃棄物の処理体制の整備

(3) 危険物及び有害物質を含む廃棄物の適正排出

(1) 維持管理業務

(2) 適正な中間処理

(3) 安定的な最終処分

②市民・事業者との連携・協働

①地域との連携・協働

注１　「買い物袋持参運動の推進」については，広く市民へ根付いたこと，事業者が継続的に実施していることから，本計画では施策
　　　　として掲載していない。
注２　「剪定枝の資源化」については，放射性物質に関する問題の影響について今後の推移を注意深く見守る必要があることから，
　　　　本計画では施策として掲載していない。

②研究機関との協働

３　経費削減
～使うお金はス
リムに～

４　適正処理の
推進・安定的な
処理の継続

５　安全安心な
ごみ処理

(1) ごみ排出抑制に向けた指導・啓発活動

(2) リユースの推進

(３) 資源化の推進

(1) ３Ｒ及び適正排出の推進に係る協働

(2) 適正処理・安定処理のための協働

①家庭系ごみの減量

②事業系ごみの減量

①地域との連携・協働

１　発生抑制を
最優先とした３
Rのために１ＴＲ
Ｙ
～シンプルライ
フ・ワークでご
みをスリムに～

２　協働の推進
～環境美化の
ためにみんなで
一歩前へ～

①家庭系ごみの減量

②事業系ごみの減量

(2) 適正処理・安定処理のための協働

(1) 維持管理業務

(4) 安定的な最終処分

(3) 適正な中間処理

①地域との連携

②市民・事業者との協働

①地域との連携

現行計画 本計画

１　３Rのために
１ＴＲＹ
～シンプルライ
フ・ワークでご
みをスリムに～

２　協働の推進
～環境美化の
ためにみんなで
一歩前へ～

３　経費削減
～使うお金はス
リムに～

４　適正処理の
推進・安定処理
の継続
～安全・安心な
ごみ処理のた
めに～

(1) ごみ発生抑制に向けた指導・啓発活動

(2) リユースの促進

(３) 資源化の検証と促進

(1) ３Ｒの推進に係る協働

本計画で類似・進展のある施策削除した施策 新たな施策



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－資料編－ 
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１ 柏市廃棄物処理清掃審議会開催経過 

 

 

 

 

 

 

開催年月日 開催経過 

第１回 平成 28 年７月 19 日 

・委嘱式 

・諮問 

・現行計画の振り返り，改訂理由等の説明 

・スケジュールの説明 

第２回 平成 28 年８月 29 日 

・市民アンケート，家庭系ごみ組成調査結果の報告 

・柏市の現状について 

・数値目標の達成状況，施策実施状況の検証 

・ごみ処理における課題について 

第３回 平成 28 年 10 月６日 

【一般廃棄物処理基本計画の骨子案】 

・ごみ量予測や削減目標等について 

・基本理念，基本方針等について 

第４回 平成 28 年 11 月 10 日 

【一般廃棄物処理基本計画の素案】 

・大まかな施策の方向性について 

・ごみ減量施策及びその他施策について 

第５回 平成 28 年 12 月 26 日 

【一般廃棄物処理基本計画の原案】 

・ごみ減量施策及びその他施策について 

・生活排水処理基本計画について 

・パブリックコメント用案について 

平成 29 年１月 16 日 

  ～２月 15 日 

・パブリックコメント実施 

（１月 15 日号広報かしわ掲載） 

第６回 平成 29 年２月 23 日 

【一般廃棄物処理基本計画の最終案】 

・パブリックコメントに係る報告・協議 

・答申 
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２ 柏市廃棄物処理清掃審議会委員名簿 

 

平成 28 年７月 19 日現在（五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所属団体・役職名等 備 考

阿部　明子 柏商工会議所（女性会事業委員会委員）

飯野　弘子 公募

石井　昭一 市議会議員

菊地　通雅 社団法人千葉県産業廃棄物協会（副会長）

栗島　英明 芝浦工業大学教授

篠田　操 南増尾町会（町会長）

鈴木　勲 藤ヶ谷区(柏市農業委員)

染谷　茂 船戸町会（町会長）

髙橋　初榮 柏生活クラブ（会長）

林　伸司 市議会議員

林　晴美 環境コンサルタント 副会長

山名　恵子 柏市社会福祉協議会（理事）

山中　一男 市議会議員 会長

吉田　勝彦 柏市ふるさと協議会連合会（会長）



73 

３ 柏市廃棄物処理清掃審議会諮問書 

 

 

 

 

 

 



74 

４ 柏市廃棄物処理清掃審議会答申書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

５ パブリックコメント実施結果 

 

(1) 実施期間 

  平成２９年１月１６日から２月１５日まで 

 

(2) パブリックコメント意見数 

  計４件（２名の方からの回答） 

 

(3) 意見内容 

 

 

 

 

 

 

 

意見 

番号 
内 容 

１ ポリ袋に添付してあるステッカー等の改善について 

２ 
スーパーのレシート、キャラメルなどお菓子の空き箱、タバコ

の空き箱の分別区分について 

３ 
不法投棄ごみ、ポイ捨てごみ（吸い殻等）の自然環境への影響

と対策について 

４ ごみの収集方法について（高齢化対策） 



 



 

柏市一般廃棄物処理基本計画 

スリムかしわ 

～豊かな環境の承継のために～ 

平成２９年３月改訂 

 

発行 柏市 

編集 柏市環境部廃棄物政策課 

〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 

電話：04-7167-1140 FAX：04-7163-3728 

haikibutsuseisaku@city.kashiwa.chiba.jp 
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